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午前１０時００分 開会   

 

◎開会・開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、平成３

０年第７回美幌町議会定例会を開会しま

す。 

これから、本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、４番上杉晃央さん、５番稲

垣淳一さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 会期の

決定についてを議題とします。 

去る９月１４日に議会運営委員会を開き

ましたので、委員長から報告を求めます。 

１１番橋本博之さん。 

○１１番（橋本博之君） 平成３０年第７

回美幌町議会定例会の開会に当たり、去る

９月１４日、議会運営委員会を開催いたし

ましたので、その内容と結果について報告

いたします。 

本定例会に付議された案件は、専決処分

の承認１件、人事案件２件、議案６件、決

算認定８件、意見書案１件、報告事項５件

ほかであります。 

本日、９月２５日、第１日目は、まず初

めに、町長から行政報告を受けます。 

その後、一般質問に入りますが、通告順

に、戸澤義典さん、中嶋すみ江さん、坂田

美栄子さん、上杉晃央さんの４名を予定し

ています。 

第２日目、９月２６日は、前日に引き続

き一般質問を行い、稲垣淳一さん、吉住博

幸さん、大江道男さん、岡本美代子さんの

４名を予定しています。 

その後、議案審議へと入り、承認第１０

号専決処分の承認についてから議案第８７

号美幌町地域包括支援センターの職員及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例の一部を改正する条例制定につ

いてまでを審議します。 

３日目、９月２７日は、前日に引き続

き、議案審議を行い、議案第８８号平成３

０年度美幌町一般会計補正予算（第６号）

についてから認定第８号平成２９年度美幌

町病院事業会計決算認定についてまでを審

議します。 

平成２９年度各会計決算認定について

は、一般会計等及び企業会計の決算審査特

別委員会をそれぞれ設置し、閉会中の継続

審査といたします。 

その後、意見書案の審議、報告案件など

を予定しています。 

次に、本定例会において、意見書の提出

を求める要請・陳情を３件受理しておりま

すので、その取り扱いについて報告いたし

ます。 

北海道森林・林業・林産業活性化促進議

員連盟連絡会及び北海道町村議会議長会か

らの林業・木材産業の成長産業化に向けた

施策の充実・強化を求める意見書採択の要

請については、意見書案を作成し、本定例

会において審議することといたします。 

なお、移植ツーリズムを考える会から

の、臓器移植の環境整備を求める意見書の

採択を求める陳情、美幌地区連合会から

の、道教委・これからの高校づくりに関す

る指針を抜本的に見直し、すべての子ども

にゆたかな学びを保障する高校教育を求め

る陳情については、資料配付の措置といた

しました。 

以上のとおり審議を進めることとし、会

期を本日９月２５日から９月２７日までの

３日間とします。 

なお、審議の進行状況によっては、日程

を変更する場合もありますので、議員及び
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行政職員各位におかれましては、御理解、

御協力をお願いいたします。 

慎重なる審議に皆さんの協力をお願いす

るとともに、行政職員の皆さんには、真摯

な答弁と対応を申し上げ、議会運営委員会

委員長としての報告といたします。 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

ただいま議会運営委員会委員長から報告

のあったとおり、本定例会の会期を本日か

ら９月２７日までの３日間としたいと思い

ますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、会期は本日から９月２７日

までの３日間と決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（藤原豪二君） 諸般の報告を

申し上げます。 

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても、印

刷したものを配付しておりますので、御了

承願います。 

なお、松本選挙管理委員会委員長、鈴木

農業委員会会長、明日以降欠席の旨、それ

ぞれ届け出がありました。 

また、本定例会中、議会広報及び町広報

用のため写真撮影を行いますので御了承願

います。 

なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

の使用を許可しておりますので、あわせて

御承知おき願います。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 行政報告 

○議長（大原 昇君） 日程第３ 行政報

告について。 

町長から行政報告があります。 

町長。 

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 本日、

ここに平成３０年第７回美幌町議会定例会

が開催されるに当たり、御出席を賜りまし

た議員各位に対しまして、心から感謝いた

しますとともに、行政報告と提出案件の概

要について御説明を申し上げます。 

行政報告といたしましては、北海道胆振

東部地震による美幌町内全域停電について

であります。 

去る９月６日木曜日、午前３時７分、胆

振地方中東部を震源とするマグニチュード

６.７の地震が発生し、道内で初めてとなる

震度７を観測した厚真町では、大規模な土

砂崩れによって３６名が犠牲になるなど、

胆振地方を中心に道内で４１名（９月１１

日午前９時現在）の方が犠牲となられまし

た。 

お亡くなりになられました方々に謹んで

お悔やみを申し上げますとともに、被災さ

れた方々に対しまして、心からお見舞いを

申し上げます。 

この地震の影響により、９月６日の午前

３時２５分ごろに道内最大の発電能力を有

する苫東厚真火力発電所が緊急停止し、発

電量と使用量のバランスが急激に崩れたこ

とで周波数が乱れ、他の発電所も連鎖的に

全てが自動停止したため、北海道全域の約

２９５万戸が停電する事態となりました。 

本町におきましては、地震発生直後に防

災担当職員が出勤して情報収集に努めると

ともに、午前５時には部長職等を参集して

対応を協議、午前７時に全職員を招集し、

公用車による町内全域停電の広報活動を行

う一方で、関係機関を通じて情報収集を進

めましたが、早期に復旧する見通しが立た

ないことから町民生活への影響を最小限と
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するため、９月６日の午前９時に平成３０

年美幌町内全域停電災害対策本部を設置し

たところであります。 

停電が長時間に及ぶことを想定して、役

場庁舎初め、主要な公共施設に非常用発電

機を設置するとともに、燃料の確保に努め

たほか、午前１０時５０分には役場庁舎１

階に町民の携帯電話充電用コンセントを準

備、その後、しゃきっとプラザ１階へ場所

を移し、町民が携帯電話を利用できる環境

を確保いたしました。 

また、暗闇の中で不安な夜を過ごされる

方のために、９月６日午後５時３０分に臨

時避難所をしゃきっとプラザに開設いたし

ましたが、翌７日の午後９時１５分に閉鎖

するまでの間、延べ９世帯２１名が身を寄

せたところであります。 

停電による被害状況ですが、幸いにも人

的な被害報告は受けておりませんが、生乳

廃棄処分などの農業被害が発生していま

す。 

水道施設については、浄水場を初め、各

ポンプ施設で非常用発電機を稼働したた

め、断水を招くような事態には至りません

でしたが、井戸水を利用する農村地区にお

住まいの方からの給水要請のほか、豊栄地

区営農用水の一部利用者、美幌峠レストハ

ウスに給水袋を配付いたしました。 

下水終末処理場についても、非常用発電

機を稼働して運転を継続したことから、下

水処理に支障を来すような事態は発生して

おりません。 

国保病院では、非常用発電機の稼動によ

り、入院患者に影響が及ぶことはありませ

んでしたが、電子カルテの停止により一般

外来の受け入れを休止したほか、人工透析

装置が稼動するまでの間、透析患者に自宅

待機を要請し、自家発電装置による運転開

始後、順次受け入れを行い、透析患者に支

障を来すことなく、治療を実施したところ

であります。 

停電による公共施設の影響ですが、６日

及び７日の２日間、登下校時の安全を確保

できないことから、全ての小中学校を臨時

休校としました。 

また、しゃきっとプラザ、町民会館、峠

の湯びほろ、図書館など多くの施設を閉館

する一方で、グリーンビレッジ美幌では非

常用発電機を設置して、宿泊客への影響を

最小限にとどめるとともに、美幌峠レスト

ハウスに簡易トイレを設置したほか、保育

施設においては、保護者の御理解のもと児

童の受け入れを行うなど、利用者の実情に

配慮した対応を心がけたところでありま

す。 

こうした中、９月７日の午前２時２０分

に一部通電が開始され、町内の約６,４００

戸で停電が復旧しましたが、依然として大

規模な停電が続いていることから、臨時避

難所の開設を継続し、各施設に設置した非

常用発電機の燃料を確保するなど、災害対

応に努めてまいりました。 

その後、９月７日の午後９時１５分に町

内全ての地域に置いて停電の復旧を確認し

たことから、同時刻に臨時避難所を閉鎖

し、町民の携帯電話充電用コンセントを撤

収、週明けの１０日午前１０時から第５回

の災害対策本部会議を開催し、全ての災害

対応が終了したことを確認の上、午前１０

時３５分に災害対策本部を解散いたしまし

た。 

なお、苫東厚真火力発電所の全面復旧に

は、相当程度の期間を要するため、北海道

全域で節電に取り組む必要があることか

ら、町のホームページやフェイスブックな

どで、節電の協力を求めるとともに、公用

車による広報活動を行うほか、公共施設に

おける徹底した節電対策など、計画停電を

回避するために最大限の対応に努めてきた

ところであります。 

町民皆様におかれましても、引き続き節

電に対する御理解と御協力をお願いをいた

します。 

このたびの町内全域における一斉停電は



 

－ 6 － 

初めての事態でありましたが、大きな混乱

もなく対応できたことは、町民皆様が日ご

ろから防災意識を高めてきた結果であると

受けとめています。 

しかしながら、地震による大規模な停電

がいつ、どこで発生するか、誰も予測する

ことはできません。 

比較的災害が少ないとされるオホーツク

地方においても、大地震が発生することを

想定した防災対策の整備が必要と考えてお

ります。 

町民の安全と安心を守るためにも、引き

続き、防災意識の高揚と災害に強いまちづ

くりに向けて、万全を期してまいりたいと

存じます。 

次に、御提案いたします議案等について

御説明を申し上げます。 

専決処分の承認について。 

承認第１０号平成３０年度美幌町一般会

計補正予算（第５号）については、北海道

胆振東部地震による美幌町内全域停電のた

め急を要したことから、専決処分をいたし

ましたので、御承認を賜りたいのでありま

す。 

人事案件について。 

同意３号美幌町教育委員会委員の任命に

ついては、本町教育委員会委員、小川慶子

氏が９月２８日をもって任期満了となるこ

とから、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第４条第２項に基づき、引き続

き、小川慶子氏を任命いたしたく、御同意

を賜りたいのであります。 

諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦に

ついては、長岡敬幸氏が１２月３１日をも

って任期満了となることから、人権擁護委

員法第６条第３項に基づき、引き続き、長

岡敬幸氏を推薦いたしたく、御意見を賜り

たいのであります。 

条例の改正について。 

議案第８５号美幌町家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例制定については、厚生

労働省令の改正に伴い、国の基準に準じて

所要の改正を行おうとするものでありま

す。 

議案第８６号美幌町指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例制

定については、厚生労働省令の改正に伴

い、国の基準に準じて所要の改正を行おう

とするものであります。 

議案第８７号美幌町地域包括支援センタ

ーの職員及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の一部を改正する

条例制定については、介護保険法施行規則

の改正に伴い、主任介護支援専門員更新研

修に係る経過措置の整理を行おうとするも

のであります。 

平成３０年度各会計補正予算について。 

一般会計につきましては、交流促進セン

ター源泉改修工事関連経費として、１，０

３５万５,０００円を、全国消防操法大会参

加などに伴う、美幌・津別広域事務組合負

担金として、５０７万６,０００円などの増

額を行おうとするものであります。 

介護保険特別会計につきましては、過年

度介護給付費返還金の増額を行おうとする

ものであります。 

病院事業会計につきましては、医療機器

等借上料の増額を行おうとするものであり

ます。 

決算認定について。 

平成２９年度一般会計、特別会計及び企

業会計の全会計について、監査委員による

決算が終了いたしましたので、議会の認定

を賜りたいのであります。 

報告事項について。 

報告第１２号健全化判断比率について

は、地方公共団体の財政の健全化に関する

法律第３条第１項の規定に基づき、監査委

員の意見を付して報告いたします。 

報告第１３号資金不足比率については、

地方公共団体の財政の健全化に関する法律

第２２条第１項の規定に基づき、監査委員
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の意見を付して報告いたします。 

報告第１４号放棄した債権の報告につい

ては、美幌町債権管理条例第７条第２項の

規定に基づき報告いたします。 

なお、細部につきましては、後ほどそれ

ぞれ御説明を申し上げますので、御審議の

上、原案に御協賛賜りますようお願い申し

上げまして、行政報告と提出案件の概要の

説明といたします。 

以上、よろしくお願いをいたしたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） ただいまの行政報

告について質疑を許します。 

質疑は１人３回までといたします。 

６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君） まず、今回の北海

道胆振東部地震における、亡くなられた方

について哀悼の意を表したいと思います。 

それから、今回の地震に伴う停電により

まして、美幌町、北海道全域が大停電とな

ったわけでありますが、これが１月、２月

の厳寒の時期であれば相当な被害が出たの

だろうということで、不幸中の幸いであっ

たというふうに認識しております。 

そこで、今回の停電ということで、行政

側の情報の発信部分、それから町民側の情

報の収集部分において、インターネットで

すとか、電気にかかわって情報発信、ある

いは収集する部分というのが大半だと思う

のですけども、今回それがほとんどできな

かったという状態の中で、携帯電話の充電

箇所とか、避難所を設けられたということ

でありますけれども、情報発信としての部

分で、どのような形で町民に対して情報発

信をして、利用していただいたのかとい

う、その現状についてお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今御質問がご

ざいました行政側の情報発信の手法につい

てでございます。 

避難所の開設については、ホームページ

等々で開設情報を提供させていただきまし

たが、今回の停電によりまして、情報を受

け取る側としては電気がないとできないと

いうものもございます。最終的な情報の確

認手段というのは、恐らく、携帯型のラジ

オ、あるいは、携帯電話という形になろう

かということで、携帯電話充電用のコンセ

ントの開設もさせていただいたところでご

ざいますけれども、情報発信については、

不十分といいますか、十分な発信能力は全

世帯が停電になる中では、非常に問題があ

るのだろうというふうに考えておりますの

で、今後において、そういう解決方法につ

いてどうするかということについては、今

回の全町的な停電の中では大きな課題とし

て残ったというふうに考えてございます。 

広報車による広報活動も実施させていた

だきましたけれども、情報が誤った形で伝

わるとか、それから、先入観で誤って情報

を理解するということもございましたの

で、これらも含めて情報伝達のあり方、い

かに正確に情報を伝達していくかというこ

とについては、今後、大きな課題として研

究していかなければいけないと思っていま

すし、先ほどありました、冬期間であれば

大きな被害をもたらすということもござい

ますので、このところも含めて、今後、行

政側として、今回の教訓を検証していくこ

とが必要であろうと思っております。 

いずれしても、情報伝達のあり方という

のは大きな課題として、今後、整理をして

いかなければいけないというふうに考えて

おります。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） たまたま、私は

一般質問の項目にあげているので、それ以

外のことについて、お聞かせ願いたいと思

います。 

単純にお聞きしたいのですが、避難所を

設けた、まことに対応がよろしいと思って

いますが、この避難所は、俗に言う福祉避
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難所という言葉も昨今あるところでありま

すけども、そういう意味で、今回美幌町で

１カ所設けたわけですけども、内容によっ

ては、福祉避難所的対応が可能な考えのも

とで設置されたのかどうか、その点につい

て、担当部局も含めて御答弁をいただきた

いと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今回、停電に

なりました午後５時半にしゃきっとプラザ

の避難所を開設させていただきました。 

しゃきっとプラザについては、福祉避難

所ではなくて、臨時避難所ということで開

設をさせていただいております。 

もし、臨時避難所の中で、避難生活を送

られる方が非常に問題があるとか、危険だ

という方については、その次に福祉避難所

を開設するという手順で防災計画の中で定

めております。 

今回の中ではそういった方がいらっしゃ

いませんでしたので、臨時避難所の開設の

みということで対応させていただいたとこ

ろでございます。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） ２回目でありま

す。 

表現として言いづらいのですけども、私

は避難所というのは、もちろん避難される

方という意味で、相手なのですけども、事

前に予約云々ということはないというふう

にふだん思っています。 

そういう意味では、今後を含めて課題と

して、常に対応できる仕組みであっていた

だきたいということだけを申し添えておき

たいと存じます。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 私のほうからは、

今考え方を求めても難しいかと思いますの

で、今回の全域停電による、美幌町が把握

した課題と今後の対策について、いつぐら

いまでに町のほうはまとめて、町の防災計

画の中に必要なものを書き込んだりするの

か、そういう予定があればお聞かせいただ

きたいと思います。 

個別ですけども、その中で、例えば、国

保病院の自家発電の燃料確保というのは、

私も防災計画を見てこなくて大変申しわけ

ないのですけれども、現計画の中に、この

ように停電になった場合、病院とか、必要

な発電設備を持ったところへ給油すること

について、きちんと優先的に給油されるよ

うな計画が盛り込まれているのかどうか、

その辺をお尋ねしておきたいと思います。 

それから、５ページ目のところに公用車

による広報活動ということで、私も聞こえ

たというか、何を言っているのかがわかり

ませんでした。というのは、ゆっくりでは

あるのですけれど、走りながら放送してい

る関係で、町民の皆さんの情報というの

は、それを聞いても断片的で何を言ってい

るのかよくわからなかったということを、

後から私のほうに町民の方からも聞こえて

まいりましたので、そういうことも含め

て、今後の今回の大停電ということでの課

題や広報のあり方についても、ぜひ、検討

いただいた中で、先ほど申し上げました対

策について、今後どのようにしていくのか

お尋ねしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今、上杉議員

から御質問のありました、まず１点目の、

今回の全域停電に関する課題等の整理につ

いてでございます。 

職員のほうからは今回の停電対策に関し

ます意見、改善点等について、既に取りま

とめを行ったところでございますけども、

これらを含めてどういった対応をとるか、

いつごろその対策が打てるかということに

ついては、恐らく、今、最終的には９月１

５日現在までで意見を取りまとめて、これ

から出てくる部分もあろうかと思いますけ

れども、この中で予算措置が必要なものも
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出てこようかというふうに考えてございま

すので、遅くとも１１月、次年度予算に間

に合うような形で、今回の停電に対します

意見、改善等については、対応を図る必要

があろうかなというふうに考えているとこ

ろでございます。 

それから２点目の給油の関係でございま

す。 

協定の中では、優先的に公共施設に関し

て給油を行っていただくということの協定

を結んでいるところでございます。 

これは発電機等を最初から抱えている施

設については、優先的に給油していただく

ということでお願いをしてございますけど

も、臨時的に、今回の病院もそうでござい

ますけれども、人工透析については、今の

病院が持っている建機発電機の中では対応

ができないということで、別な形の発電機

を設置させていただいたというところでご

ざいます。 

そこで、その燃料に係る確保を図るとい

うことで、各施設のポンプ等々含めて、全

部町側で設置いたしました発電機について

の燃料確保を図ったというところでござい

ます。 

それから３点目の広報活動についてでご

ざいます。 

行政のほうにも、そういった形でなかな

かわかりづらい広報であるという意見もい

ただいておりますので、この手段がいいの

か、あるいは違った手段で、どういった形

で住民の方に正確な情報を伝えていくのか

というところについては、今回のセットカ

ーによる広報活動のあり方も含めて検討を

図る必要があろうかというふうに考えてい

るところでございます。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 優先的に給油され

ることになっているということなのですけ

れども、先ほど戸澤議員の発言の中で、厳

寒期であればどうなったのかということ

で、今回、自宅の近くのガソリンスタンド

に、車が給油のために長い列をつくってい

たということでしたから、冬ですと、その

他に灯油とかの確保で相当混乱するような

事態が想定できるのですけれども、優先的

にというのは、例えば、役場からそういう

ことを何らかの形で、携帯等で連絡をすれ

ば即座に給油していただけるような体制な

のかどうか、それから、国保病院のことで

聞いてびっくりしたのですが、国保病院の

発電機では、人工透析に対応できないの

で、別に発電機を用意されて、給油をして

いただきながら支障のないようにしてきた

ということで、国保の発電機というのは、

もともと人工透析に対応するようなもので

はなくて、病院内部の電源確保ということ

だけだったのかどうか、その辺もお知らせ

いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 病院の関係に

ついては、後ほど事務長から御答弁をさせ

ていただきたいと思いますが、まず、燃料

の確保のあり方で、協定の中では優先的に

供給いただくという形になってございま

す。 

ただ、それぞれの施設によって、燃料の

種類が違うということで、灯油、あるいは

重油とか、今、重油でいけば、町内のスタ

ンド等で重油をローリーで囲っているとこ

ろが多分ないのだろうというふうに思って

ございます。 

そういった意味からいけば、しゃきっと

プラザの燃料が重油でございますので、そ

れらは通常釧路のほうから運んできている

というところもございますので、それらの

燃料確保についてどうするかという課題も

ございますし、あるいは、配送していただ

くにも、ローリーの中にどの程度在庫とし

て抱えているかというところもございます

ので、この辺は石商組合と今後協議をしな

がら、細部について、冬期間に向けた対応

のあり方についても検討する必要があるだ
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ろうというふうには考えております。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） ただいまの

国保病院における自家発電装置の関係でご

ざいますけども、停電時に自家発電装置が

即座に起動するわけでございますが、発電

する電源の供給先につきましては、院内に

おける生命維持装置の維持ですとか、避難

用に必要な照明ですとか、エレベーターで

すとか、そういったものの電源を供給する

ために稼働するということになってござい

ます。 

今回の人工透析の関係でございますけど

も、たまたま早朝に停電が起きたというこ

とでございまして、透析中ではなかったの

ですが、そもそも自家発電装置が人工透析

装置への電源を供給する体制にはなってご

ざいませんでしたので、今回につきまして

は、急遽、人工透析を実施するために町が

保有している自家発電装置を提供していた

だきまして、設置後、人工透析を実施した

という経過になってございます。 

燃料の関係でございますけども、自家発

電装置につきましては、院内にございます

重油タンクから提供されておりますので、

たまたま今回は満タンの状態であったこと

から、満タンの状態でいきますと、夏場で

あれば１０日前後はもつ状況、冬季で、暖

房を稼働していたとしても７日程度はもつ

容量を保有しているところでございます。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 先ほど御答弁

申し上げた内容で１点修正をさせていただ

きたいと思います。 

先ほど、しゃきっとプラザは重油という

ことで、答弁申し上げましたけれども、重

油は下水処理場でございまして、しゃきっ

とプラザは灯油ということで訂正をさせて

いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） このたびの地震に

つきましては、私は人災だというふうに思

って、非常に強い怒りを感じています。 

北海道内全域が停電になる。ブラックア

ウト状態になるということについては、実

は、国も道も事前に承知していたというこ

とです。 

苫小牧東部厚真の発電所の耐震震度は、

５であるということが明らかになっていな

がら、手が打たれていない。その結果、各

地の観光地も含めまして、あるいは、搾乳

ができない、冷却ができないということ

で、報道されているとおりの状況になって

いるわけで、ぜひ、このことについては、

美幌町は幸いにも人命にかかわることはな

かったということですが、厳しく町として

も対応していただきたいというのが１点で

す。 

もう１点は、実は、行政報告の中では全

くないので、それでいいのだろうというふ

うに思っているのですが、念のためお聞き

いたします。 

実は、酪農では搾乳ができなくて、乳房

炎が発生する、あるいは、せっかく絞った

牛乳が冷却できないということで廃棄する

という状況が報道されておりまして、私は

つぶさにはわからないので、お聞きしたい

のですが、７日の状態では、ＪＡが発電機

などを配置したというふうに聞いていたの

で深くは心配してはいなかったのですが、

実際に、搾乳ができなかった、あるいは、

牛乳を廃棄したというような状況はなかっ

たのかどうか。 

それも含めまして、そのほか、数字は今

回の行政報告にはないので、深刻な被害の

状況はないというふうに思っているのです

が、そのように受けとめてよろしいでしょ

うか。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） ただいまの農

業被害の関係でございますが、まず、生乳

の廃棄処分につきましては、町内の酪農家

１８戸のうち８戸で廃棄が生じておりま
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す。廃棄の量といたしましては、約１５ト

ンでございます。 

次に、発電機の状況でありますが、議員

おっしゃるように搾乳ができないとなる

と、牛に乳房炎等の与える影響が大きいと

いうことから、ＪＡと生産者が連携いたし

まして、各地で発電機を要しているところ

は、発電機をトラックに積んで、あるい

は、地域によっては借り上げた発電機をト

ラックに積んで各酪農家を回っている状況

であります。 

町に対しても、発電機の借用について協

議がありました。一方、町でお貸しできる

発電機をＪＡに見ていただいたところ、こ

れでは容量が足りないということで、ＪＡ

に独自で調達していただいているという経

過でございます。 

その他の農業、農作物等の被害について

の状況は、被害はないということで把握し

ているところであります。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 最初の部分につい

て、ぜひ、町長から御答弁をいただければ

と思うのですが、北海道に対しての悪いイ

メージ、ダメージというのは相当深刻だっ

たというふうに思っています。 

役場庁舎の建てかえ問題も、耐震基準に

該当しないということで、建てかえが今進

もうとしているわけで、道民の命の綱の発

電が、耐震強度が５だということで、国も

道も全く放置しているということについて

は、言語道断だというふうに思うのです。 

そういう点で、今回の被害を受けた道民

の中から、特に自治体の首長として、とん

でもないということと、耐震強度をしっか

り高めろということについて、ぜひ具体的

な行動を起こしていただきたいと思うので

すか、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 人災ではないかと

いうお話でありますし、また、町としてし

かるべきときに、しかるべき声を上げるべ

きではないかというようなお話もありまし

た。 

今は少し落ちついていますけれども、ま

だわからない状況にあります。 

それは、苫東厚真火力発電所のほうが動

いてきて、どうなるかということも含め

て、これからも油断ができないのではない

かという思いでおります。 

これは、電源政策の最たるもので、電源

政策は、やってきたことが果たしてよかっ

たのかどうかという問題にもなってくるの

ではないかという、今の時点で私はそのよ

うに思っております。 

いずれにしましても、これだけ広域的な

被害があったわけです。全道で２９５万世

帯が被害をこうむったわけでありますし、

また、産業活動によって、今生乳の話も出

ましたけれども、それ以外のところでもい

ろんな被害があったのではないかと思って

おります。 

それで、今後どうするのかということも

含めて、私は、機会があればしっかりと声

を上げていきたいと、そんな思いでおりま

す。 

人災であるかどうかということも含め

て、これから検証しなければいけないと思

っておりますけれども、いずれにいたしま

しても、４０時間、あるいは５０時間に及

ぶ停電があったということでありますの

で、このことについては、我々は被害を受

けた側でありますので、そのことはしっか

りとものを言っていきたいと、そのように

思っているところでございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 以上で、質疑を終

わります。 

これで行政報告を終わります。 

暫時休憩します。 
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再開は１１時といたします。 

午前１０時４９分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時００分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 一般質問 

○議長（大原 昇君） 日程第４ 一般質

問を行います。 

通告順により発言を許します。 

６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君） 〔登壇〕 それで

は、私のほうから事前に通告しております

が、２項目について御質問させていただき

ます。 

まず１点目は、基金運用の考え方であり

ます。 

美幌町の基金は、どのような考え方で目

標積立額を決定しているのか。 

まず初めに、基金運用の考え方について

であります。 

自治体は、地方自治法第２４１条により

資金の積立、運用のため基金を設けること

ができ、我が美幌町においても、１７個の

それぞれの目的のために美幌町基金条例を

制定をし、基金を設置しております。 

これら基金には、財政の健全な運営に資

する目的で、ある程度町が自由に使うこと

ができる財政調整基金や、使い道を決めて

いる目的基金があります。 

また、これはとんでもない話かと思いま

すが、昨今、財務省は各自治体の基金の額

を問題にして、交付税の削減をちらつかせ

たりしているような話も聞いたことがあり

ます。 

いずれにしましても、その各種基金の積

立額については、それぞれの自治体の政策

的要素が反映されますので、各自治体ばら

つきがあるのは必然なことと思います。 

しかしながら、いいかげんに積み立てて

いいはずはありません。その積立額の必要

性や根拠を国に対し、特に住民に対して

は、きちんと説明されなければなりませ

ん。 

美幌町においては、第２次美幌町財政運

営計画を策定し、示しておりますが、基金

運用の考え方について、より明確にするた

めに、今回質問させていただきます。 

それは、基金積立額の適正額といいます

か、目標額といいますか、基金の目的に応

じて、あるいは、数年後の事業のあり方に

よって額を決定していると思います。 

例えば、財政調整基金は、町内に大規模

災害があった場合、国等から財源が入って

くるまで避難所運営ですとか、災害復旧と

かに費用を必要とします。その期間は、１

カ月なのか２カ月なのか不明ですが、とり

あえず町の財源で対応しなければならない

と思います。その最低額は、常に所持して

おかなければならないでしょう。 

また、目的別基金であれば、３年後に事

業を考えているので、その必要額の半分を

積み立てようとか決めていると思います。 

そこで質問ですが、美幌町の基金は、ど

のような考え方で目標額を決定しているの

かお伺いいたします。 

大きな２点目です。 

外国資本による土地等買収の対応につい

てであります。 

昨今、外国資本による土地買収が問題化

されつつあります。日本で不動産を購入す

ると、その対象が土地であろうと建物であ

ろうと、ほぼ完全な形で所有権を持つこと

ができます。このことは、外国人による日

本の不動産に対する関心を大いに刺激して

おります。 

これは、日本以外のアジア諸国では、土

地取引は借地権のことが多いからと推測さ

れます。 

また、日本の不動産の所有権は極めて強

固であるため、一旦取得されてしまえば、

その取り扱いは限りなく所有者の自由とな

ります。 
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皆さん御承知のとおり、北海道ニセコ町

では、売りに出される新築マンションの買

い手は、香港、シンガポールなど、日本人

の購入者はほとんどいない状況でありま

す。 

これが別荘やリゾートマンション程度な

ら良いのですが、最近は、飛行場やダム周

辺の土地、水源地、温泉源になる鉱泉地な

どを買う中国系投資家も後を絶たない状況

であります。 

林野庁のデータですが、平成１８年から

２８年の間に、居住地が海外にある外国法

人または外国人と思われるものによる森林

買収の事例として、全国で１４１件、１,４

４０ヘクタールが買収されています。その

ほとんどが北海道で、１１４件、１,３１１

ヘクタールに及びます。北海道でも、ほと

んどが道南、道央圏ですが、足寄町１件、

３ヘクタールというのもあります。 

日本人は、蛇口をひねればいつでも水が

出るぐらいの感覚しかありませんが、諸外

国では水不足が深刻化している地域もあ

り、水をめぐる争いが起きてもおかしくな

いと言われております。 

水不足から砂漠化になり、それが深刻な

食糧不足にもなります。 

それだけ水というものは、人間生活に欠

かせないものであります。それが自由に使

えなくなると大変なことになります。 

また、航空自衛隊千歳基地に隣接をし

て、その活動が一望できる土地が売りに出

されたことなど、安全保障上の問題となっ

ている地域もあります。 

これら外国資本による森林や水源地の買

収など、国として問題意識は持ちつつも、

何ら具体的対策は出されていないのが現状

であります。 

そのような制約が数多くある中、自治体

として独自に対応していくには限界がある

かと思いますが、町長としてこの問題をど

う捉え、何か対応する考えがあるのか、お

伺いいたします。 

以上、２点についてよろしくお願いしま

す。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 戸澤議

員の質問にお答えを申し上げたいとそのよ

うに思います。 

初めに、基金運用の考え方であります。 

美幌町の基金は、どのような考え方で目

標積立額を決定しているのかについてであ

りますが、御質問の各基金における積立額

の適正額及び目標額でありますが、初め

に、役場庁舎改築基金や屋内多目的運動場

整備基金は、施設を整備するために設置さ

れた基金でありますので、施設整備に係る

概算総事業費を算出し、事業費に充当可能

な補助金及び地方債を除いた額を基金積み

立ての目標額としているところでありま

す。 

次に、減債基金や公共施設整備基金にお

ける積立額の考え方でありますが、平成３

０年２月に一部改定いたしました第２次美

幌町財政運営計画に基づく事業を実施しな

がら、収支バランスを確保するため、計画

に基づいた積み立て及び繰り入れを行って

いるものであります。 

その他の福祉基金、ふるさとづくり基

金、芸術文化振興基金、国民健康保険基金

などの各基金につきましては、それぞれの

基金設置の目的に支障を来さないよう一定

額の保有を行いながら、極端に残高が減少

することのないように運用を行っておりま

す。 

最後に、財政調整基金でありますが、地

方財政法第４条の４において、経済事情の

著しい変動等による財源不足、災害により

生じた経費の財源補填など５項目について

処分が規定されているものの、積み立ての

適正額は明確にされていないのが現状であ

ります。 

昨年１１月に総務省において調査した地

方公共団体の基金の積み立て状況等に関す

る調査結果によりますと、全国の市町村に
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おける財政調整基金の積み立ての考え方

は、決算状況を踏まえ、可能な範囲で積み

立てを行うと回答した市町村が全体の約８

割を占め、次に、標準財政規模等の一定割

合を目標として積み立てを行うという回答

が約２割となっており、さらに、一定割合

と回答した市町村のうち、約８割が標準財

政規模の５％から２０％の範囲で積み立て

を行っているという結果となりました。 

美幌町における財政調整基金の積立額の

考え方でありますが、財源不足、災害経費

の補填等に対応するため、標準財政規模の

約１５％を目標に積み立てを行っており、

平成２９年度における美幌町の標準財政規

模で試算しますと約６７億円掛ける１５％

の約１０億円がおおむね適正な積立額と考

えているところであります。 

今後も人口減少の進展及び高齢社会によ

る社会保障費が増大することが予想される

中、老朽化や耐震不足により多くの公共施

設の整備が必要とされ、財政運営を取り巻

く状況は以前にも増して厳しい状況が予想

されますが、交付税措置の高い地方債の有

効活用と基金の計画的な積み立て及び取り

崩しを行いながら、第２次美幌町財政運営

計画に沿った財政運営を着実に進めること

で、次の世代へ過度な負担を残さない責任

を持った行財政運営が確保できると考えて

おりますので、御理解と御協力を賜ります

ようよろしくお願いをいたしたいと、その

ように思っているところでございます。 

次に、外国資本による土地等買収の対応

についてでありますが、昨今、問題となっ

ている外国資本による土地等買収問題につ

いて、町長としてどう捉え、何か対応する

考えはあるのかについてでありますが、外

国資本による森林や水源地、土地等の売買

への対応についてでありますが、初めに、

水源地における現状であります。 

網走川水系女満別川を水源とする本町の

水源地上流につきましては、国有林及び美

幌町が所有している森林であり、水源涵養

保安林に指定されていることから、行政の

関与がないまま売買されることはないと考

えております。 

次に、森林を含む土地売買等の現状であ

りますが、本町の民有林面積は、平成３０

年３月現在、１万２,８９４ヘクタールであ

ります。１万２,８９４ヘクタールが地域森

林計画区域内であり、森林法に基づき、事

後報告により把握しております。 

そのほか、森林を含む一定面積以上の土

地取引におきましては、国土利用計画法に

おいて、都市計画区域は、５,０００平米以

上、都市計画区域外では、１万平米以上の

取引について、市町村長を経由した北海道

知事への事後届出が義務づけされており、

さらに、利用目的に支障がある場合は、変

更の勧告及び助言をすることができるもの

とされているものの、売買を制限するまで

には至っていない状況にあります。 

現在のところ、本町で御質問のような外

国資本による土地等売買問題は、発生して

いないと認識しておりますが、今後、起こ

り得る問題であると捉え、必要に応じて、

国、道へさらなる法の整備について働きか

けを行うなどの対応を進めてまいりたいと

考えておりますので、御理解を賜りますよ

うよろしくお願いをいたしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） それではまず、基

金運用の考え方についてから再質問をさせ

ていただきます。 

まず、役場庁舎改築基金、それから多目

的運動場整備基金の現状でありますけれど

も、これは充当可能な補助金と地方債を除

いた額を積み立て目標額としているという

御答弁をいただきましたけれども、それぞ

れいつまでに幾ら積み立てるのか、現在の

積立額は幾らなのか、現状についてまずお

聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 
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○総務部長（広島 学君） まず、役場庁

舎の改築、そして、屋内多目的運動場の基

金として必要、あるいは、めどとしていつ

までという御質問でございますけども、役

場新庁舎におきましては、今、基本設計含

めて進めているところでございますが、現

在、総事業費を３０億円と想定していると

ころでございます。 

庁舎建設に当たりましては、おおむね２

６億円という試算の中で、財政運営計画を

つくってきておりますけれども、これにつ

いては、有利な起債を使うということで、

その起債額を除いた額としておおむね１０

億円程度の基金が必要であろうというふう

に考えているところでございます。 

現在の庁舎の建設基金については、７億

１９万８,０００円と、これは２９年度末の

決算額でございますので、あと、３億円程

度は必要だろうということで考えておりま

して、３１年度までには、残りの３億円に

ついて積み立てを行いたいと考えていると

ころでございます。 

それから、もう一つの屋内多目的運動場

についてでございますけれども、２９年度

末で１億７,１００万円程度の基金の残高を

有しているところでございます。 

総事業費がおおむね６億５,０００万円と

いうことで考えてございますので、これに

ついては、過疎債の充当ということで考え

てございますけれども、今ある起債残高に

ついては全て屋内多目的運動場整備につい

て充当した後、充当残について起債を借り

入れするという形で考えているところでご

ざいます。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 多目的運動場は、

おおむね計画どおり、計画でいきますと今

年度末目標１億５,０００万円ぐらいだった

ということで、少しオーバーぎみで積み立

てしているということで、多分、これは大

丈夫だと思いますけども、庁舎の残り３億

円、今年度と３１年度で３億円を積み立て

るということですけども、これは非常に厳

しいのではないかと思うのですけど、見積

もり的には、この３億円というのは、今ま

で２８年度、２９年度の実績があると思う

のですが、それら実績から３億円というの

は可能な金額でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） おおむねが決

算余剰金についての積み立てを行ってきて

いるところでございますけれども、交付税

の額に大きく左右されるということになっ

てございます。 

交付税が大きく減額にならなければ、お

おむね３億円程度は積み増しをできるかと

いうふうには考えているところでございま

す。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） これは、起債も目

いっぱい借りて１０億円という認識なので

すけども、例えば、もし８億円しか積み立

てられなかったといった場合、実際この建

設のときには、２億円は一般財源から充当

するという考えでよろしいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今、１０億円

程度の基金残高が必要であろうという御説

明をさせていただきましたが、これは有利

な起債ということで充当率は７５％で見て

ございます。 

これは、交付税措置がある充当率は７

５％ということなので、７５％まで見てお

りますけれども、基金の積み立てが予定額

より少ない場合については、充当率が最大

９０％まで借り入れができますので、残り

の１５％分は交付税措置がございませんけ

れども、これによって対応するということ

になろうかというふうに考えておりますけ

れども、財政運営計画の中でも、１０億円

の積み立てを行うということで計画してお

りますので、１０億円の積み立てを行って
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いきたいというふうには考えてございま

す。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 了解いたしまし

た。 

一般財源から出すことなく、たとえ利率

が高くなっても起債を組むと、足りなくな

ったら起債を組むということで了解をいた

しました。 

次に、ほかの基金については、第２次財

政運営計画に沿った財政運営を着実に進め

るという御回答で、どうしてもこの財政運

営計画の中身に触れていかないと次の質問

が成り立ってこないということで、その中

身について触れていきますけども、公共施

設整備基金で、これについて第２次財政運

営計画では、平成３０年度、要するに今年

度に１億３,０００万円、それから平成３７

年度に２億円、平成３８年度、それから３

９年度それぞれともに１億円の繰り入れを

予定しているという計画になっておりま

す。 

その使途についてお聞かせいただきたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 財務主幹。 

○財務主幹（中尾 亘君） ただいまの御

質問でございますが、まず第２次財政運営

計画は、３４年度末を第２次の最終として

おりますので、３５年度以降はあくまでも

試算ということで計算をしております。 

それで、３７年度の公共２億円、３８年

度の１億円、３９年度も同じく１億円の使

い道でございますが、現在のところ、恒常

的に支出が予定されております普通建設費

の道路橋梁整備だとか、病院のいろんな整

備の部分の繰り出し等々で、正直、全体の

財源の中の不足分を公共で見ているという

ことで予定しております。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 年間平均大体１,０

００万円から５,０００万円ぐらい繰り入れ

しています。それが大体、普通の今の施設

の整備に使っているのかなと思っていたの

です。 

それで、億を超えているということで、

特に何か事業を計画しているのかと思った

のですけど、そういうことではないという

ことですね。 

ただ、今までより劣化というのか、そう

いう工事箇所がふえるという、そのような

認識でよろしいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 財務主幹。 

○財務主幹（中尾 亘君） そのとおりで

ございます。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） ３９年度以降、そ

れでも８億７,０００万円ぐらい残るという

ことですので、これについても逐次、第３

次の計画になってくると思うのですけど、

逐次減っていくという感じになるのかとい

うふうに思っております。 

次に、ふるさとづくり基金です。 

これも第２次財政運営計画では、平成３

６年度までに積み立てて、平成３６年度に

約１億５,０００万円が積み立てされるとい

うことで、平成３９年度まで今２次計画で

は繰り入れを計画されていない状況で、こ

の１億５,０００万円をずっと積み立てされ

ているという計画になっておりますけど

も、これは何か意図があって、ふるさとづ

くり基金は１億５,０００万円を目標額に設

定しているのか、何か意図があればお聞か

せいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 財務主幹。 

○財務主幹（中尾 亘君） ３１年度以降

は、現在のふるさと納税寄附制度、こちら

のほうの見通しをゼロということで見てお

ります。運営計画上は歳入の部分を少なく

見ているということで考えております。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 
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○６番（戸澤義典君） それでは、この１

億５,０００万円を使って、何か事業を考え

ているという趣旨はないのでしょうか。 

例えば、何のためにこの１億５,０００万

円を積み立てるかというのが、今理解でき

なかったものですから、具体的に説明して

いただければと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今、御質問の

ありましたふるさとづくり基金、これにつ

いては１億５,０００万円を繰り入れしない

という形になってございますが、ふるさと

づくり基金を財源とした事業が、特定され

ている事業もございますので、繰り入れは

必ず事業として起きてくるのだろうという

ふうに思ってございます。 

ただ、今、財政運営計画が３４年度まで

の計画を立てておりますけれども、それら

の事業の継続性が明らかになった中で、こ

の年度以降の繰入金は発生をしてくるとい

うふうに考えてございます。 

ただ、積立金につきましては、ふるさと

納税を積立金という形で取り扱ってござい

ますので、これらの額も、年々減少傾向の

中で取り組みを強めて行かなくてはいけな

いというふうに考えてございますけども、

これはどの程度のめどで積み立てができる

のか含めて、この部分については、現在、

３５年以降の部分については、見直しが当

然に出てくるのだろうというふうに考えて

ございます。 

事業をやらないというわけではございま

せん。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 何か大きな事業を

やるから１億５,０００万円積み立てている

のではありませんよと、あくまでもふるさ

と納税を積み立てていって、いろいろなふ

るさと創生事業に使ってますよという認識

でよろしいですか。そのように認識いたし

ました。 

もし違っていれば、次に御答弁いただき

たいと思います。 

次に、芸術文化振興基金になりますけれ

ども、これは教育のほうでしょうか。平成

３４年度に２,１００万円の繰り入れを予定

しているのですが、これについて、何に使

うのかお聞かせいただければと思います。 

○議長（大原 昇君） 財務主幹。 

○財務主幹（中尾 亘君） ただいまの３

４年度の２,１００万円の予定でございます

が、策定当時は、ピアノを予定しておりま

した。 

現在は購入されましたので、支出はなく

なってくるのかと思っております。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 特目基金につ

きましては、先ほど言ったピアノの購入も

そうでございますけれども、毎年、文化連

盟、文化団体等で実施をしております、芸

術文化鑑賞事業についても、この基金を繰

り入れをさせていただいているところでご

ざいますので、ずっと継続をされていくの

かなというふうに考えてございますので、

この繰り入れは、今の計画では誤ってゼロ

となってございますけども、この繰入額は

当然出てくるということでございますの

で、これを御理解いただきたいというふう

に思います。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 次に、重要な財政

調整基金の内容について再質問させていた

だきますけれども、これは平成３８年度か

ら増大する公債費を見据えて、減債基金の

積み立てを重視することから、財政調整基

金の積立額がなくなり、標準財政規模の１

５％とする約１０億円の目標額が、この計

画を見ますと、平成３６年度以降１０億円

を切ってしまい、平成３９年度末には約６

億４,０００万円まで目減りをするという計

画になっております。 

質問当初で述べたとおり、災害対応の最
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低限の予算は、やはり確保しておくべきな

のかというふうに思いますけども、今回の

厚真町ですとか、札幌市清田区の液状化で

すとか、災害に遭われた自治体の事例を参

考に研究して、美幌町として災害対応には

最低限幾ら必要なのかということを算定し

て、最低限必要な額というのは確保してお

かなければならないと思いますけれども、

町長いかがでしょうか、その辺の考えは。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 最低限はどこかと

いうようなことだろうと思いますけども、

これは災害規模によっては大きくもなりま

すし、小さくもなると思います。我々とし

ては、標準財政規模の１５％程度、６７億

円の１５％程度ということで１０億円程度

を積み立てていればいいのだろうというふ

うな思いで今やっておりました。 

それで、これから先にいくと６億円ぐら

いになるというようなことでありますけれ

ども、万万が一そういうことがあれば、や

はり、ほかの基金もそっちのほうに持って

こなければいけないというようなことにな

ると思いますので、基金総額でどういうふ

うに見るかということはあると思いますの

で、繰りかえ運用とかいろんな方法はある

わけではありますけれども、後からお返し

すると、一般会計で基金からお借りして、

後から払うという方法も含めて、あとは、

備荒資金組合というところもあります。こ

れは、基金の中で出てきませんけれども、

備荒資金ということで荒れるに備えるとい

う備荒というような、備荒資金組合という

のがありますので、そちらのほうでも一部

貸し付けを行ったりしておりますので、ど

うしても足りないといった場合、備荒資金

組合から借りたりするというようなことも

可能でありますし、今現在積んである部分

もありますので、そういうところから繰り

入れしたりというようなことを考えていか

なければいけないと。 

いずれにしましても、大きな災害が発生

しますと、それはもう国がどうやって、財

政措置含めて、激甚になるのか、あるいは

局地的な激甚災害になるのかわかりません

けれども、そういったことで、対応せざる

を得ないのではないか、そのように思って

おります。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 基金総額を含め

て、１０億円を目標額に最悪の場合見てい

るということで、何か災害があったときに

ついては、美幌町としては、とりあえず当

面の間大丈夫なのかというふうに認識をい

たしました。 

基金については最後の質問になるのです

けども、第２次財政運営計画でもわかりま

すように、地方債現在高が、第１次計画の

ときよりも下方修正、要するにどんどん積

み上がっているという状況なのですけど

も、多分、町民会館の改築や庁舎改築に伴

う地方債の償還の時期というのが、始まる

時期なのかというふうに思っているのです

けども、初めから、なるべく地方債を借り

る額を少なくするために、努めて多くの基

金を積み立てるという考え方はないのか。 

そのためには、短期間で貯めるよりも細

く長く蓄えることが重要かと思います。ま

してやこの計画を見ますと、平成４１年度

まで公債費は、単年度で１２億円くらいに

なります。それで、なかなか積み立てに回

せる余裕はないのだろうなというふうに思

います。 

平成３２年から３７年の間に、図書館の

改築、これが約１２億円です。平成３５年

から４１年の間に、仲町の団地の改築、こ

れは約１８億４,０００万円の事業を予定し

ているというふうにこの財政運営計画では

載っていますけども、そういう事業の予定

があるのであれば、早期にそれら目的基金

を設立して、積み立てを開始すべきではな

いかと思います。 

役場庁舎改築基金がそうですけども、改
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築意思を決定してから積み立ての基金を設

立したと、非常に短い期間内で積立額を積

み立てざるを得なかったという状況です。

ということで、積み立て期間がすごく短か

ったのかなと思います。 

たまたま年度末の交付税が多かったとい

うことで、積立額が上積みされて、ここま

での７億円までの積み立てができたと思い

ますけれども、今後そういうことはなかな

か難しいのかなということで、短期間での

積みあげというのは、やはり困難なのかな

というふうに思います。 

ぜひ、図書館改築、あるいは仲町団地改

築を本当に考えているのであれば、早目に

基金を設立して積み立てを始めてはいかが

かと思うのですが、町長いかがでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 総務部長のほうか

らも先ほど答弁があったように、交付税の

状況がどうなっていくのか、あるいは、交

付税の中でも普通交付税がどうなってくる

のかということと、あともう一つは、特別

交付税、特交がどうなっていくのかという

ところがポイントになってくると思います

し、また、当初予算を組ませていただい

て、補正をしながら、その余ったお金をど

うするのかということもあると思います。 

そういうことをトータルで考えていかな

ければ、なかなか財政運営というのは厳し

い状況にありますので、そういうことをし

っかりとやっていかなければいけないので

はないか、そのように思っております。 

今、話をお聞きしますと、やはり、もう

少し長いスパンで積み立てていたほうがい

いのではないか、一気にやると一気に大き

な金額になっていくというようなことだろ

うと思いますけれども、ある目標が決まっ

て、例えば、仲町公住にしても、図書館に

しても、いつやるというようなことをある

程度は目星をつけないとなかなか動き切れ

ないという部分もありますので、もちろん

そうしたときはこういった議論の場で、し

っかりと議員さんの意見などもいただきな

がら、積み立てていかないといけないので

はないかなという思いをしております。 

いずれにしましても、公共施設の整備基

金も持っておりますので、そちらのほうの

対応をしていくか、あるいは、財政調整基

金を１回で、例えば公共に振りかえるだと

か、そういう方法もありますので、そこは

いろんな形でトータルでどれぐらい持って

いるのか、そして、特定目的のためにどれ

ぐらい持っているのか、あるいは、特定目

的以外の３基金がありますので、その中で

どう対応できるのかということは、しっか

りと見きわめていかなければいけないので

はないかと、そのように思っておりますの

で、答えになったかどうかわかりませんけ

ども、そんな思いで今積み立てをしながら

やっているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 今の部分が、私と

町長の考え方の違いが出てきたなと思いま

す。 

町長のほうは、まだ決まっていない事業

で積立基金を設立するまでは至らなくてい

いと、例えば、公共施設整備基金にその部

分を積み立てておいて、後で振り分けする

こともできるじゃないかというお考えかな

というふうに受け取りましたけども、私は

やはり、今後、毎年の交付税が幾ら入って

くるかわからない状況が続きます。それか

ら、減債基金というか借金を返す額が多い

ということで、本当に年度末に余ってくる

予算が不安定な状況の中で、やはり少しで

も多く、第２次財政運営計画の中では、例

えば、５年の幅がありますけどもマックス

３７年度までに図書館は改築すると意思を

表示されているわけです。 

そういう意思表示をしているのであれ

ば、財政が不安定な時期だからこそ、早目
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に基金を設立して積み立てていったほうが

いいのではないかというのが私の意見なの

です。 

町長はそこは違うと。そんなまだ決まっ

ていない事業に積み立てはする必要はない

ということなのですが、私はあくまでも第

２次財政運営計画に載っている事業だから

こそ言っているわけであって、その辺もう

一度お聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） そこは違うなとい

うふうな思いをしておりますけれども、こ

れは、細く長く積み立てて、小さく積み立

てていくか、あるいは、その小さい部分を

どこかに積み立てておいて、後から融通す

るとかという方法あると思います。 

それはいろいろあると思いますので、そ

の辺は毎年の予算であるとか、決算である

とか、そういう中で御批判なりをいただけ

ればなと思っておりますけれども、今直ち

に図書館のやつをどうするんだということ

で、それもいいのでしょうけども、今はま

だ早いのかというふうな思いをしていると

ころでございます。 

答弁になっていないと思いますけれど

も、御理解のほどいただくしかないかな

と、そのように思っております。 

以上でございます。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） この質問は、平行

線をたどると思いますので、次の大きな２

番目の項目について再質問をさせていただ

きたいと思います。 

外国資本による、土地等買収の対応につ

いて、まず、水源地の話をさせていただき

ますが、現在の水源地の上流域が国有林と

美幌町が保有しているというふうにお聞き

いたしまして安心したところであります。 

昨年、所属する委員会で水源地を実際に

確認させていただきました。私としては、

初めて水源地まで行かせてもらいましたけ

れども、日並の牧場の敷地内を緩やかに下

っていくという感じとイメージいたしまし

た。 

水源地への経路というのは、この１本だ

けという印象を受けたのですけども、ほか

に出入り口というのはあるのでしょうか。 

もし１カ所だけならば牧場を通るしかな

いのですが、ほかに気になるのは、日並牧

場の所有者は誰なのかということも気にな

ります。 

この２点、出入り口の関係と、牧場の所

有者について、お聞かせいただきたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） 水道主幹。 

○水道主幹（御田順司君） ただいまの御

質問でございます。 

水源地の出入りにつきましては、議員が

おっしゃられたとおり、日並牧場を通って

いく道路で出入りしております。 

過去には、町道がありまして、新しくで

きました道道の部分を横断して行けた部分

がありましたけども、道道の整備に伴っ

て、柵をしておりまして、そこは一般的に

は通れないような状況になっておりまし

て、牧場からの出入りをしているところで

あります。 

また、牧場の所有者ということでありま

すけれども、農協が所有している牧場でご

ざいます。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） １カ所ということ

で、これは整備すれば道道のほうから入れ

るのかという認識なのですけども、例え

ば、この道道のところを１ヵ所入れるとす

れば、町有林、あるいは国有林だけの敷地

を通って入っていくことは可能なのでしょ

うか。 

○議長（大原 昇君） 水道主幹。 

○水道主幹（御田順司君） 旧町道の部分

につきましては、現状は日並牧場の放牧等

に利用されているだけでありまして、その
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用地の問題等々含めて、あと道道との関連

もございますので、その中で協議を進めて

整備が可能であれば、もう１経路は確保で

きる状況にあるという現状であります。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 牧場の所有者が農

協ということで、農協とは、経路の使用に

ついて協定書か何かを結ばれているのかな

と思いましたが、私は要するに何を心配し

ているかというと、現在農協が持っている

土地が、民間、あるいは、それが例えば外

国資本であれば特に、この道路は通れない

よということになるのが１番心配、憂えて

いるところなのですけど、その辺につい

て、現状をお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 水道主幹。 

○水道主幹（御田順司君） ただいまの牧

場内の道路の使用の部分でありますが、お

尋ねの協定等は、特に結んでいる部分はご

ざいません。 

過去からの経緯の中で、導水管等も埋設

されている部分がありまして、綿密な打ち

合わせといいますか、その連携の中で、町

道部分もありますので、維持管理も含めて

町で行うですとか、そういう中で利用して

いる状況であります。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 協定書はないとい

うことで、農協が勝手に売るということは

ないと思うのですけど、１番心配なのは、

牧場がほかの人の手に渡るということが１

番心配なのですけど、その辺は大丈夫でし

ょうか。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） ただいまお尋

ねの牧場の用地の関係でございますが、こ

ちらは国営土地改良事業で整備している用

地であります。また、現在は２期分として

道営土地改良事業でやっておりますので、

そういったことから、もし用途が変わると

いうことになった場合は、当然、町に協議

があるものと考えております。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 先ほどから何回も

言っていますが、美幌町水源地というのは

この１カ所だけで、その周りがほかの民

間、あるいは、特に外国資本にわたってし

まえば、この美幌町の水源地というのは、

町民にとって命の水ですので、それが１番

憂いていますので、その辺の可能性も含め

て、対応をしっかりとっていただければと

いうふうに思います。 

次に、水源地以外の森林等の土地の話を

させていただきますけれども、森林を含む

土地等については、森林法ですとか、国土

利用計画法で事後報告が義務づけられ、把

握できているというふうに御回答をいただ

きました。 

本来であれば、この事後報告では後手に

回るのではないかというふうに思うのです

が、法律がそうなっている以上、自治体レ

ベルではどういうようにもしがたいという

ふうに思います。 

そこで、まず自治体ができることという

のは、所有者を確実に把握するということ

が第一だと思いますけれども、町内全ての

土地について、所有者は誰なのかというの

は把握されているのでしょうか、お聞かせ

ください。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 町内のそれぞれ分

筆された土地というのは、法務局にいって

いますし、また、課税担当でも掌握してい

ると思っております。 

以上でございます。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 把握していると

いうことで、最初の答弁にもあったよう
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に、今のところ美幌町においては、外国資

本による土地の実績がないというふうにお

答えいただいたと思うのですけども、やは

り、この外国資本による土地の買収という

のは、国とか道のレベルの話になるので

す。 

自治体でできるというのは本当に少ない

と思います。 

そこで、先ほど言ったように、自治体で

できるとすれば、ここの土地はだれの土地

だ、この土地は国有林だとそれを把握する

ことがやはり１番重要だと思うのです。知

らない間に、あそこの土地は最近工事をし

ているけどだれの土地だっただろうかと調

べたところ、その土地が売られてしまって

ということが１番怖い実態だと思うので

す。 

それを防ぐためには、事前にここの土地

はだれの土地だということを把握しておく

ことが、今現在町としてできること、それ

が１番最低限のことなのかなと思って質問

いたしましたけども、その辺の観点からお

答えいただければと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） それはわかってい

ますけれども、例えば、これが外国資本で

なくて日本人の我々の同胞が買って、外国

に売ろうと思えばまた売れます。ですから

そうなると、やはり我々としては手の下し

ようがないということになると思います。 

今おっしゃったように、民有林の部分に

ついても、地域森林計画区域内であって

も、これはあくまでも事後報告をしてわか

るという、そのときはもう手遅れですの

で、だめだということになりますし、この

国土利用計画法においても、売買を制限す

るまでに至っていないということでありま

すので、日本人が買って外国人に売ろうと

思えば、いくらでもできる話なので、そう

はなかなかならないのではないかと思って

おりますけれども、その辺はやはり目を凝

らして見ていないと、後日問題がある事は

十分あり得ると、私はそのように思ってお

ります。 

このことについては、やはり国だとか、

道がしっかりとしないと、イギリスのよう

に、イギリスの全土は女王のものだという

ようなことで、１回目の御質問にあった賃

貸借でないと土地は使えないというような

ところと違って、我々のところは、女王の

土地でもありませんので、ですから、日本

人が介入して外国に売ろうと思えばいくら

でもできる話だと私は思っておりますの

で、そういった意味で、やはり法整備は重

要なので、もう少し厳しくしないとややも

すると、水のお話も出ましたけども、水戦

争がおきようとしている時に、この大事な

水を守るためには、やはり法整備がしっか

りしてないとだめだと思ってますいますの

で、機会があれば、そういった場面でも発

言をさせていただきたいとそのように思っ

ております。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） そのへんの認識

は、私も町長と同じであります。 

やはり、第一義は国、あるいは道がしっ

かりと考えてくれないと、この問題につい

ては根本から対応することは困難だという

認識は当然一緒であります。国、あるいは

道にもっとしっかりと法整備をしてくださ

いと言いたい立場は同じであります。 

そこで、外国資本の土地の売買というの

は、先ほど町長からありましたように、違

法ではないのです。 

ましてや、土地を売りたいけれどもなか

なか売れないと、しかし、外資のある企業

は相場の倍、あるいは３倍で買ってくれる

という人にとっては、これはときには人助

けに近い商行為にもなるということす。 

しかし、私が憂いているのは、先ほどか

ら言ってますように、地元住民の生活や、

安全保障を脅かしかねないこともあるのだ

と、いろいろな情報は把握されていると思
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いますけれども、札幌の高級住宅街でのマ

ンション等の買収による民泊計画ですと

か、あるいは、赤井川村の白井川渓谷の治

外法権集落ですとか、喜茂別町羊蹄山裾野

の中国人専用ゴルフ場、あるいは、帯広市

拓成町の１７０ヘクタールにも上る使途不

明の土地の買収など、全道各地でいろいろ

な外国資本による土地買収というのは行わ

れているのが現状であります。 

先ほどから申し上げているとおり、国、

道も対応、対策を考えていると思いますけ

ども、美幌町としても、道内各地の状況を

把握して、美幌町の地形、地域ではどのよ

うな可能性があるのか、いろいろ分析をさ

れて対応をしていく時期に来ているのでは

ないのかというふうに思います。 

やはり、国、道に任せておけばいいとい

うことにはならないと思うのです。当然、

国、道でないとできない部分もあります。

しかし、自治体でもできる部分というの

は、ごくわずかですができることもあると

思います。 

土地問題というのは非常に難しいですけ

れども、やはり最終的には、地域住民の安

全、あるいは防衛上の安全確保というのが

原点にあると思いますので、その辺を今ま

で町長とやりとりをしてきましたけれど

も、今までのやりとりを踏まえて、何か町

長の考えがあれば、もう一度お聞かせくだ

さい。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） ニセコ町あたりは

リゾート地として、最初のころは脚光を浴

びていたわけです。それは何かというと、

観光客が来るし、ということでウエルカム

の状態だったと思います。 

それが今、ニセコ町の一帯が、それこそ

外国人にその地域が占められるみたいな話

になって、どうしようかという話になって

いるのではないかなと思いますので、リゾ

ートとか、分譲地と、それから、例えば、

先ほど１回目の質問にありました安全性の

問題、安全保障の問題、水源官有林の問

題、そして、あと住民生活に大きな影響を

与える、そういったことについて考え方を

分けないと、混ざってしまうと全て反対反

対となってしまうので、その辺はどうかな

と思いますので、私は、ある程度分けて、

これ以上この地域に外国人の方がお住まい

になっていいのかどうかということも含め

て、やはり分けて考える必要はあるのでは

ないかなとそのように思っております。 

現状では、分けた中で、守るものはしっ

かり守る、開放するところは開放して、大

いにウエルカムで来ていただけるというこ

とを考えていかないと、全部がだめですと

いうことにはなかなかなり切れないのでは

ないかと、そんな思いをしているところで

あります。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 今回、非常に難し

い問題を一般質問をさせていただいて、行

政側も私も含めて、危機感を持とうという

観点でこの質問をさせていただきましたの

で、本日は、その成果があったと思います

ので、これで私の一般質問を終わらせてい

ただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） これで、６番戸澤

義典さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は１３時１５分といたします。 

午前１１時５８分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 １時１５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

１２番中嶋すみ江さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） 〔登壇〕 本

日は、さきに通告してありました３項目に

ついて質問させていただきます。 

１項目め、乳幼児健診における小児がん

の早期発見について。 
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１点目、小児がんの早期発見のための取

り組みについて。 

我が国では、小児の死亡原因の第１位は

小児がんとなっております。小児がんの患

者と家族は、発育や教育への対応など、成

人のがん患者とは異なる課題を抱えており

ます。 

小児がんの発症数は、年間に２,０００人

から２,５００人程度となっておりますが、

小児がんを扱う医療施設は全国に２００程

度しかなく、多くの医療機関では、小児が

んに対する医療経験の乏しい中、小児がん

患者は適切な医療を受けられないことが懸

念されております。 

国では、昨年、全国１５カ所に小児がん

拠点病院を指定し、質の高い医療の提供と

相談体制の充実を図っていますが、小児が

んの早期発見のために、どのような取り組

みを行っているかお伺いいたします。 

２点目、網膜芽細胞腫の早期発見の取り

組みについて。 

小児がんの中には網膜芽細胞腫という目

のがんがあります。発症は、出生児１.５万

人から１.６万人に１人となっております。 

このがんは、５歳までに９５％は診断さ

れており、その多くは家族が子供の目の異

常に気づき、受診に至っております。素人

でも病状に気づきやすい小児がんとも言え

ます。 

腫瘍が眼球内にとどまっている場合、眼

球を摘出しないで、可能な限り残す方針で

治療することが多いようです。そのために

は、早期発見が重要なことは言うまでもあ

りません。 

網膜芽細胞腫は、白色瞳孔や斜視の症状

があらわれるので、そこで乳幼児健診の目

のチェック項目の箇所に白色瞳孔を追加し

てはいかがでしょうか、お考えをお伺いい

たします。 

２項目め、ＩＣＴを活用した学習機会の

充実について。 

千歳科学技術大学のｅラーニングシステ

ム活用について。 

北海道教育委員会では、千歳科学技術大

学が独自に開発した、インターネットを活

用して子供が自分の習熟の程度に応じて、

数学や英語の問題に取り組むことができる

ｅラーニングシステムを効果的に活用する

ことなどを目的として、連携協定を本年２

月に締結しました。 

この無料提供のｅラーニングシステムの

活用を市町村に普及を進めており、利用し

ている市町村も出てきておりますが、本町

の現状をお伺いいたします。 

３項目め、公営住宅への入居に際しての

取り扱いについて。 

公営住宅入居に際しての連帯保証人など

の取り扱いについて。 

民法の一部を改正する法律（平成２９年

法律第４４号）により、個人根保証契約に

極度額の設定が必要となるなど、民法（明

治２９年法律第８９号）における債権関係

の規定の見直しが行われ、平成３２年４月

に施行されます。 

これに先立って、国土交通省住宅局住宅

総合整備課長より、公営住宅への入居に際

しての取り扱いについての文書が出てお

り、その内容等は、近年、身寄りのいない

単身高齢者等が増加していることなどを踏

まえると、今後、公営住宅への入居に際し

て、保証人、連帯保証人の確保が困難とな

ることが懸念されることから、公営住宅管

理標準条例（案）（平成８年１０月１４日

付）を改正し、保証人に関する規定が削除

されました。 

それに伴い、今後の公営住宅への入居に

際しての取り扱いについての留意点を、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

４５条の４第１項に基づく技術的な助言と

して通知があり、住宅に困窮する低所得者

に対して的確に公営住宅が供給されるよう

に特段の配慮を求める内容であります。 

この通知の連帯保証人に関する規定の削

除については、どのように取り組まれるか
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お伺いいたします。 

以上、１回目の質問を終わらせていただ

きます。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 中嶋議

員の質問にお答えを申し上げたいとそのよ

うに思います。 

初めに、乳幼児健診における小児がんの

早期発見についてであります。 

小児がんの早期発見のための取り組みに

ついてでありますが、平成２７年厚生労働

省人口動態統計の年齢別、主な死因の構成

割合は、０歳から４歳未満では、先天奇

形、変形及び染色体異常が多くを占め、５

歳から９歳では、悪性新生物及び不慮の事

故、１０歳から１４歳では、悪性新生物及

び自殺となっており、事故などの病気以外

の原因を除けば、がんが小児の死亡原因の

１位となっています。 

主な小児がんは、白血病、脳腫瘍、神経

芽腫、リンパ腫、腎腫瘍などで、白血病や

リンパ腫を除き、大人ではまれなものとな

っています。 

また、小児がんは発見が難しく、がんの

増殖も速いのですが、ここ数十年の医学の

進歩で治癒率が向上しています。 

小児がんは、発症数が少なく、がんの種

類も多いため、症例の多い病院での治療が

必要であることから、国は地域の医療機関

と連携し、その地域全体の小児がん医療及

び支援の質の向上に貢献する中心的施設と

して全国１５カ所を小児がん拠点病院に指

定しており、北海道では北海道大学病院が

拠点病院になっております。 

御質問の小児がんの早期発見のための取

り組みについてですが、美幌町では母子保

健法に基づき、疾病の早期発見、早期治療

を目的に４カ月、１０カ月、１歳６カ月、

３歳児健診を実施しております。また、月

に１回の乳幼児相談や家庭訪問、電話によ

る育児相談を随時行っております。 

今後も各種健康診査を実施し、地域の医

療機関と連携を図りながら早期発見、早期

治療に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

次に、網膜芽細胞腫の早期発見の取り組

みについてでありますが、乳幼児健康診査

は、日常生活状況についての問診や全身の

計測、医師の診察などにより、心身の健康

状態を把握し、疾病の早期発見と早期治療

を行うとともに、早期発見と早期治療のき

っかけとなる情報を保護者に提供すること

も大きな目的となっております。 

母子健康手帳には、目の病気の早期発見

を目的に、３カ月から４カ月ごろの保護者

の記録欄のページには、目つきや目の動き

がおかしいのではないかと気になります

か、６カ月から７カ月ころのページには、

瞳が白く見えたり、黄緑色に光って見えた

りすることがありますかという項目があ

り、保護者がお子さんの目の状態を確認す

る項目が記載され、医師の診察においても

眼疾患を含め、健康状態の確認を行ってお

ります。 

今後とも、乳幼児健康診査における異常

の早期発見、早期治療に努めてまいりたい

と考えております。 

次に、公営住宅への入居に際しての取り

扱いについてであります。 

公営住宅入居に関しての連帯保証人の取

り扱いについてでありますが、連帯保証人

は入居者の債務保証のほか、家族や知人と

の緊急時の連絡先確保など、孤独化、孤立

化を防ぎ、入居者が安心して住み続けるた

めの一面も担っております。 

本町では、公営住宅の入居や適切な管理

のためにも重要な手続と認識しており、入

居決定者と同程度以上の収入を有する連帯

保証人２人を求めております。 

今回の民法改正において、公営住宅制度

の連帯保証人に関係するものとして、個人

根保証契約の極度額の設定、保証人の請求

による債務の履行状況に関する情報提供義

務があります。このことは、社会構造の変



 

－ 26 － 

化や価値観の多様化に伴い、人間関係が希

薄になり、公営住宅入居の際の連帯保証人

の確保が困難となることが懸念される中、

連帯保証人に関する見直しに影響を与える

ものと考えております。 

つきましては、今後、保証極度額設定な

どの課題を含め、北海道、他自治体の取り

扱いを調査、研究した上で、住宅に困窮す

る低額所得者への住宅提供という公営住宅

の目的に沿って、入居に支障が生じること

のないよう対応してまいりたいと考えてお

りますので、御理解をお願いをいたしたい

と思います。 

以上でございます。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（平野浩司君） 〔登壇〕 中嶋

議員の御質問に答弁いたします。 

千歳科学技術大学のｅラーニングシステ

ム活用についてですが、千歳科学技術大学

が開発したｅラーニングシステムにおきま

しては、本年２月９日に北海道教育委員会

と同大学が連携協力に関する協定書を交わ

しております。 

その目的は、地域を問わず学びの機会を

提供することにより、教育機会の充実、発

展に資することとされております。 

ｅラーニングシステムの概要といたしま

しては、パソコンやモバイル端末などの電

子機器を使用し、インターネットなどのネ

ットワークを利用して行う学習でありま

す。 

また、千歳科学技術大学のシステムの特

徴でありますが、英語と数学の問題を学習

できる内容となっており、インターネット

環境があれば、場所を問わずにいつでも学

習ができ、間違えた場合は繰り返し学習す

ることが可能となっています。 

利用に当たっては、学校、教育委員会で

実施する子供を集約して、道教委に利用申

請を行い、道教委から発行されるアカウン

トを取得することとなっており、費用の負

担なく活用できることとなっています。 

本システムの導入状況ですが、８月１４

日現在、沼田町や滝川市など２０市町村、

３２の小、中、義務教育学校で導入されて

いますが、オホーツク管内での導入実績は

ありません。 

御質問の本町の状況でありますが、道教

委から４月にｅラーニングシステム活用の

通知を受け、各学校に周知したところであ

りますが、町内の小中学校においては導入

していない状況にあります。 

教育委員会といたしましては、国の示す

ＩＣＴ環境整備を念頭に、大型モニターや

実物投影機、無線ＬＡＮ環境などの整備を

進めており、今後とも教育環境の整備充実

が図られるよう推進してまいりたいと考え

ております。 

また、ｅラーニングシステムの導入に当

たりましては、導入済み市町村の取り組み

状況や町内小中学校の意見を聞くととも

に、道教委でまとめる活用事例や活用方法

を参考として検討してまいりますので、御

理解をお願いいたします。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） １項目めの乳

幼児健診における小児がんの早期発見につ

いての再質問をさせていただきます。 

１点目の、小児がんの早期発見の取り組

みについてでありますが、小児がんは発症

数が少ないため、小児がんそのものの認識

が薄いと考えております。しかし、発症す

ると、子供と家族の人生が大きく左右され

てしまいます。 

発症数の少ない小児がんゆえに、症状に

早く気づくことが重要と考えます。 

そこで、意識啓発活動として、広報等に

小児がんについての掲載及び４カ月、１０

カ月、１歳６カ月、３歳児健診等におい

て、小児がんについてのチラシ等を配布し

てはいかがでしょうか。 
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○議長（大原 昇君） 健康推進主幹。 

○健康推進主幹（大場圭子君） ただいま

の小児がんの意識啓発についての御質問に

お答えいたします。 

小児がんにつきましては、先ほども答弁

させていただきましたように、さまざまな

種類の小児がんですとか、同じ場所に発生

する腫瘍につきましても、さまざまな病気

があるという実情にあります。 

そういうなかなか症例が少ないがんでは

ありますが、広報等で啓発活動をしてはど

うかという御質問ですが、健診等につきま

しては、病気についての説明ですとか、パ

ンフレットも配布させていただいておりま

すので、その中で、保護者の方にがんにつ

いての意識啓発ということを努めてまいり

たいと思っておりますので、御理解のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） 啓発をやって

くださっている、チラシを配ってくださっ

ているということなので、ぜひ、それをさ

らに充実させて、親御さんが早く気づくた

めの早期発見に、また御努力をお願いした

いと思います。 

２番目の網膜芽細胞腫の早期発見につい

ての取り組みについて質問させていただき

ます。 

網膜芽細胞腫は、発症が１万５,０００人

に１人、そして、年間８０人の子供がかか

る目のがんであります。 

症状は、目が光って見える白色瞳孔と斜

視、発症の比率は、男女の差はなく、片目

だけの片眼性が６５％から７０％、両目と

も発症する両眼性は３０％から３５％で

す。片眼性は３歳くらいから就学前に見つ

かることが多いようであります。命にかか

わることもある病気で、脳に転移した場合

は、ほぼ１００％近く命を落とすことがあ

ると言われております。 

札幌市は、毎年１人の割合で発症してい

るということであります。 

近年では、網走の１歳半の乳幼児が発症

いたしました。お母さんが気づき、小児科

を受診しましたが病名がわからなく、網走

の眼科、北見の眼科とまわり、厚生病院を

受診し、そして、厚生病院に北大の先生が

来たときに受診、そして、最終的には北大

へ、検査の結果、網膜芽細胞腫と判明した

そうであります。 

この間、約１カ月半経過し、ステージ４

まで進んでしまいました。転移の危険性が

あるとの判断で、眼球を摘出したそうであ

ります。 

網走は、医師の診察欄と保護者記入欄に

白色瞳孔の項目が追加されました。そし

て、早期発見に努めていくことになりまし

た。 

病名がわからないまま、次から次へと病

院を受診、そして、ステージ４まで進み、

義眼になってしまいました。このようなか

わいそうなお話を聞き、美幌町も目のがん

の発症が、早期発見につながるように白色

瞳孔の項目は、乳幼児健診のすべての健診

に追加すべき項目だと強く感じまして、今

回質問させていただきました。 

この私の質問の動機、思いについてどの

ように思われたか、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 私も今回この質問

をいただいて、不慮の事故を除いて小児が

んが一番子供の中では多いということもわ

かりましたし、また、網膜芽細胞腫です

か、これについても、実は初めて私も知り

まして、子供にとっては、後遺症が残った

り、亡くなったりするということで、非常

につらいことだろうと思います。 

私も実は議員と同じような気持ちになり

ました。それで、先ほど、広報を通じてど

うでしょうかというお話がありましたけれ

ども、いずれにしろ、今最前線で頑張って

いる保健師がいろんな健診をやっておりま

す。美幌町は４カ月健診から始まって、多
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くの検査、健診をやっております。 

そんな中で、特に、目つきや目の動きが

おかしいのではないかと気になっています

かという項目が、実は、４カ月健診の中

に、こういうふうに母子手帳の中にも入っ

ておりますし、あと、６カ月から７カ月に

ついても、瞳が白く見えたり、黄緑色に光

っていないか、あるいは、見えたりするこ

とがないかどうかというような質問事項も

ありまして、これに明記してあるというこ

とでありますけれども、いずれにいたしま

しても、最前線で頑張っている保健師がお

りますので、そういった意見をこれからも

しっかりと受けとめていきたいと、そのよ

うに思っております。 

また、議員と同じように、本当に不幸に

こういうことにかかられた方については、

本当に残念な気持ち、親御さんの気持ちを

考えると本当に残念なことだと思っており

ます。 

そうしたことは一人でも少なくなるよう

に、私どももしっかりと頑張っていきたい

と、そのように思っております。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） 白色瞳孔とい

う４文字を入れていただいたら、本当に早

期発見につながります。本当に親御さんた

ちが悲しい思いをしないのではないかなと

思います。 

網膜芽細胞腫のお子さんを持つ会のすく

すくの代表者池田さんとお話しをされた方

のお話を伺いました。 

家族の会すくすくが訴えているのは、ど

んながんも同じですが、早期発見の大切さ

ですということで、早くわかれば化学治療

や眼動注、レーザー照射など、さまざまな

治療法を行うことができる。そして、眼球

も摘出しなくても済むということです。 

また、この池田さんの息子さんは、生後

１週間で気づき、両眼性であったけれど、

何度も入退院を繰り返して右だけは残すこ

とができた。発見が遅れ、両目が義眼にな

って全盲になっていたら、全く違う人生に

なっていたとも言われていたそうでありま

す。 

また、池田さんいわく、一般には親が異

常に気づいても、何だろうと思っているう

ちにあっという間に二、三カ月が過ぎてし

まい、また、乳幼児健診で保健師に相談し

ても、もう少し様子を見ましょうと言わ

れ、病気が進行してしまうケースも多いと

のことであります。 

また、網走のお子さんのように、子供の

病気なので、眼科ではなく、まずは小児科

にかかってしまうことが多く、症例が少な

いため網膜芽細胞腫の子供を実際に見たこ

とのある医師が少なく、斜視と間違われて

手遅れになることも多いということであり

ました。 

今、町長もおっしゃっていました、母子

手帳の６カ月、７カ月ころのページに、瞳

が白く見えたり、黄緑色に光って見えたり

することはありますかと、お母さんに質問

している項目ですよね。これは、家族の会

すくすくの働きかけで記述を載せていただ

くことができたそうであります。 

そのため、お母さんは気づくことができ

ても、乳幼児健診の医師の欄の目の項目に

入っていないため、お母さんは気づいても

医師から確認されないで、そのままにして

手遅れになったり、また、乳幼児健診のと

き子供がぐずったりすると、目の状態まで

しっかり見きれないことがありますという

ことで、このような見落としを防ぐにも、

医師の診察欄に白色瞳孔を入れてほしいと

家族の会すくすくの池田代表が言われてい

たそうであります。また、それを各地に広

めていただきたいとも言われていたそうで

あります。札幌市も紋別市もこの項目に入

っております。 

その中で、網走市の事例を受けた紋別市

は、保健師、お母さんたちにも啓蒙活動を

進めてくれることになったそうでありま



 

－ 29 － 

す。 

先ほども言いましたが、白色瞳孔、この

４文字の項目があるかないかで子供の生き

方、人生が変わるといっても、私は過言で

はないと思いますが、どう思われるでしょ

うか。 

私は、この白色瞳孔の４項目を追加し

て、早期発見に務めてほしいと願います

が、町長いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） これは多分、全国

一律のものだと思いますので、町独自でど

うできるかは、健診のときの重点項目とし

て別に設けておくか、全国一律のものなの

で、それが入れられるかどうか、要する

に、お母さんが連れて来る方が多いと思い

ますので、お母さんとよく話をするという

ことは極めて重要だと私は思っておりま

す。 

それで、乳幼児健診の受診状況を見ます

と、４カ月、１０カ月、１歳６カ月、それ

と３歳とあわせて、未受診の方は、４カ月

で２人、１０カ月で１人ということになっ

ておりまして、全体で４カ月で１１７人の

うち１１５人が受けているということであ

りますけれども、経過観察として１４名お

られるということであります。 

そして、１０カ月では１１７人が対象に

なっておりまして、１１６人が受けて１人

が未受診ということで、９名の経過観察が

あるということでありますけれども、この

２人については、病院で健康診査を受けた

ということでありますし、１０カ月の方に

ついては保健師の家庭訪問により、いろん

な確認をしているということで、要検査自

体は、２人、１人については要検査はなか

ったということでありますけれども、３歳

児が１００％受けているのですけれども、

このうち経過観察が４０人、そのうち要精

密検査が４人ということになっているよう

でございます。 

この４人のうち１人が視力が不足してい

るということで、要するに精密検査を受け

るというようなことになっているようであ

ります。あと、もう３人については、尿検

査、あるいは、心臓の雑音をやるというこ

とになっているようであります。 

いずれにしましても、お母さんたちに対

するＰＲもしっかりしていないと、やは

り、早期発見、早期治療につながらないと

思いますので、その辺もしっかりと取り組

んでまいりたいと、そのように思っており

ます。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） ただいまの網

膜芽細胞腫の関係でございますけれども、

１回目に答弁させてもらっていますとお

り、母子手帳の中に記載項目がありまし

て、保健師のほうも記載をされていない場

合は聞き取り等をする形で漏れのない確認

を行っているところでございます。 

また、こちらの乳幼児健診におきまして

も、乳幼児健診身体診察マニュアルという

ものがありまして、その中に白色瞳孔、斜

視等の所見のとり方だとか判定、対応等が

記載されておりまして、こういう部分につ

きましても医師のほうで確認をして、疾病

の早期発見と早期治療に重要な役割を果た

しているというふうに考えております。 

議員おっしゃるとおり、白色瞳孔の記述

につきましては、母子手帳は一律国で決ま

っている部分がありますので、医師のほう

でも所見のマニュアル等では見る形がとら

れております。 

健診アンケートには記載がありませんけ

れども、この部分について記載したほうが

いいのかどうかにつきましては、医師の意

見だとか、保護者、母子手帳にもあります

ので、重複しない形がいいのか意見を聞き

ながら、検討させていただきたいというふ

うに思いますので、御理解のほどよろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。 
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○１２番（中嶋すみ江君） ２項目めの再

質問をさせていただきます。 

道教委は、ｅラーニングシステムをどの

ように市町村に取り組みを進めていくかの

答弁で、ＩＣＴ活用は子供たちの興味や関

心を高めるなど、教育の質の向上を図る上

でも有効であり、特にインターネットなど

の情報通信ネットワークは、時間や空間の

制約を受けずに子供たちの多様なニーズに

対応する教育の機会を提供できるなど、広

域分散型の本道においては、大きな効果が

期待できることから、このシステムの内容

や特徴及び活用のための手順などを示した

教育委員会、学校向けの資料と、実際の使

い方を紹介した子供向けの資料を作成し、

４月に市町村教育委員会及び学校に配布

し、活用を促し、通知を図りました。 

本町では、現在のところ活用に至ってお

りませんが、特徴について資料があったと

思いますが、英語では、このシステムで道

教委が英語のコンピューターベーステスト

を作成し、英検準２級から５級までの筆

記、リスニング問題が用意され、全ての問

題に取り組む知識習得学習と、回答率に応

じて出題内容が変化する復習モードと、テ

スト形式で問題に取り組む模擬テストの３

種類を用意し、コンピューターが自動採点

するそうであります。そして、間違えた場

合、繰り返し学習することが可能で、コン

ピューターが子供の回答状況から理解度を

判断して、正解率が上がると難しい問題、

下がると易しい問題を出すということで、

こうした一人一人に合った問題を出すこの

システム、この一人一人に合った学びの提

供のシステムについて、どのように思われ

ているかお伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（平野浩司君） 今回、質問いた

だきましたｅラーニングシステムを使うと

いうことに対しては、今、中嶋議員がおっ

しゃいましたけども、北海道のような広域

分散型の地域にとっては有効だというのは

当然認めております。 

４月にも道教委から今説明を受けた内容

の言葉としての提供はあるのですけれど

も、具体的にそれがどういう形でシステム

として動いていくかということが、全く先

生方もわからないのです。 

では、どうしているかということなので

すけども、今回、道教委がことしの２月

に、大学と協定を結びました。４月に慌て

てソフトをつくって、使いなさいというこ

との中で、今やられていることは、ｅラー

ニングの活用フォーラムをして、具体的に

先生方に機械でソフトを動かしてもらった

り、教育委員会の人間をそうしてやるよう

な形で徐々にやっているのです。 

ですから、報道等では一遍に打ち出して

いるのですけど、現実としては、どういう

システムなのか全くわからない。それを

今、徐々に広げるということでやってます

ので、これから、私どもの町も含めて、広

がっていくのかなというふうに思ってま

す。 

大学に近いところは、大学へ行って、実

際にパソコンを置いてなりできるのですけ

ども、こちらのオホーツクの先生方がどこ

かでやる場合に、今言ったような道教委な

り、大学が、オホーツクのどこか美幌でも

いいのですけど、そのソフトを持ち込ん

で、先生方とか、教育委員会の人に、職員

に見せなければなかなか進んでいっていな

いのが状況なので、今はそういう状況では

あります。 

これがだめだとかそういうことではなく

て、有効な手段であるということは十分認

めております。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） ４月にこのシ

ステムを周知されてから、８月１４日現在

の状況は答弁でもありました、そして、こ

の後の活用状況を道教委に伺ってみまし

た。 
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９月１３日現在、２４市町村５１校が登

録されたとのことでした。１カ月で４市町

村１９校がふえたことになります。そし

て、残念ながら、このオホーツク管内の登

録はまだありませんでした。 

担当の方いわく、オホーツク管内ではま

だ活用されていないので、先進的に美幌町

にぜひ活用をお願いしていただきたいと言

っておりました。 

今、教育長が、システムを出されて、内

容も何もわからないということだったの

で、道教委は、ぜひ美幌町に活用してほし

いとこのように言われてますので、逆にこ

ちらから、まだ理解できないところを道教

委のほうにお聞きして、ぜひ、活用してい

ただきたいなと思います。 

私も内容とかを読みまして、本当に一人

一人に合ったシステムなんだなと、道教委

はこれから学力の高みを目指している子供

たちのための活用方法とか、不登校児童、

生徒への支援にも、これからどんどん活用

していくと、市町村の教育委員会のほうに

発信していくともおっしゃっています。 

それで、美幌町にぜひ先進的に活用して

いただきたいと言っておりますので、その

点いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（平野浩司君） オホーツク管内

ということでのお話で、先進的にという話

をしております。 

こういうものをやる場合、私は当初は美

幌で何か先進的にという思いは結構あった

のですけど、やはり、教育の現場として

は、オホーツク全体が一緒に歩んでいかな

いとだめだなというふうに感じることがた

くさんあります。 

私も管内の教育長の幹事というか、進め

役をやらせていただいた中で、なるべくい

いものは皆さんで一緒になってやりましょ

うということを提案しております。 

ですから、このシステムも、できれば教

育長たちと話して、学校の先生方として、

言葉では個々のというふうに言うのですけ

ど、具体的にそれぞれの子に合わせたとき

に、あくまでも機械と生徒児童との向き合

い、ここの部分で全てが成り立つわけでは

なくて、そこら辺をきちんと子供たちに伝

えること、それから現場の先生方にも理解

をいただかないと進んでいかないというふ

うに私は思っているのです。 

そういう意味では、今考えているのは、

できるだけオホーツク全体で、こういう動

きについては、しっかりと受けとめて進み

たいというふうに考えております。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） 教育委員会で

出しておりました外部報告書を読ませてい

ただきました。 

美幌町教育委員会の学校に対する充実し

た支援及び助言、指導の手厚さは管内市町

村教育委員会の中でも特出されているとい

う高評価をいただいておりました。 

私は、それを見たときに、道教委から

も、美幌は先進的にやっていただきたいと

いう話を聞いたときに、美幌町はこのよう

に特出されるすごい取り組みをやっている

のだなということは、これを読みまして実

感しましたので、ぜひ、わからないことは

道教委に聞いて、子供たち、中学３年生は

受験を迎えます。活用できる月数も少ない

と思いますので、ぜひ、活用していただけ

たらいいなと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（平野浩司君） ありがとうござ

います。 

そういうふうに評価いただいたことには

感謝申し上げたいというふうに思っており

ます。 

今、議員がおっしゃられたことは、可能

な限り美幌町としても努力していきたいで

すし、あと、オホーツク全体の中でしっか

りと子供たちのために向き合う形で進めた
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いというふうに考えております。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） 最後の質問を

させていただきます。 

公営住宅入居に際しての連帯保証人の取

り扱いについてであります。 

私は、平成２８年３月議会の一般質問

で、公営住宅入居に際して、連帯保証人２

人の確保に苦慮されている状況と、管内１

８市町村で１５市町村８３％が連帯保証人

は１人となっていることから、連帯保証人

を１人にしてはという質問をさせていただ

きましたが、この現状を担当者も認識され

ていましたが、その後も連帯保証人探しに

困っている方もおられました。残念なが

ら、今回の答弁も同じように思われます。 

しかし、このたびの民法改正による国土

交通省住宅局住宅総合整備課長の通知は、

平成３２年４月より新規入居者は個人根保

証契約の限度額の設定の対象となり、連帯

保証人になった場合、幾らであれ、具体的

な額の設定が必要となることから、さら

に、連帯保証人の確保が難しくなると懸念

されるため、連帯保証人を削除するという

通知であります。 

また、総務省の行政評価でも、公営住宅

は国土交通省において、住宅セーフティー

ネットの中核として位置づけられているも

のの、民間賃貸住宅への入居に困難を伴う

高齢者や障がい者、生活保護受給者等が保

証人確保できないことにより、公営住宅へ

の入居を辞退した例が見られたとありまし

た。 

こうした総務省の行政評価から、国土交

通省は、従来、自治体に示してきた公営住

宅管理標準条例案という条例ひな形を今般

見直し、連帯保証人を必要としないことと

する通知を発出したとのことであります。 

既に、あくまで連帯保証人を求めるかど

うかは、条例等で自治体判断ですが、ほと

んどの自治体が国土交通省の条例ひな形そ

のまま使われているようであります。 

住宅セーフティーネットの中核をなす公

営住宅を必要とする住宅弱者、また、住宅

に困窮する低所得者への住宅提供という公

営住宅の目的を踏まえ、保証人の確保がで

きないために、入居できないといった事態

が生じないようにすることが必要でありま

す。 

保証人確保を公営住宅への入居に際して

の前提とすることから、転換すべきである

との考えを示していますが、本町の考えを

お伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 連帯保証

人の関係につきましては、答弁書で御答弁

をさせていただいたとおりでございます

が、私どもの考えとしては、連帯保証人に

ついては債務保証だけではなくて、緊急時

の連絡先、あるいは、入居者との日常の連

携等も期待するものというふうに考えてお

ります。 

国交省の通知について、私どもは、今年

６月２６日に受理をしております。その中

で、議員の御質問のとおりでありますが、

一方で、標準の賃貸借契約書のひな形と同

時に、国交省におきましては、家賃債務保

証業登録制度というものも発足をしてござ

います。 

ですので、連帯保証人を削除する条項も

ある一方では、民間では家賃債務保証登録

制度も持って、国交省で登録するようなこ

とも実際に行われておりますので、民法改

正の３２年４月の施行に合わせて、北海

道、あるいは他自治体の状況をよく調査、

研究した上で、本町においても適切に対応

をして、住宅に困窮している低所得者への

住宅提供という目的に支障が生じることの

ないように対応してまいりたいと思います

ので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん、 

○１２番（中嶋すみ江君） 関係保証です
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ね。関係保証も確保するということで、で

も、それが保険料が高くて、万一、残高不

足で、保証期間による立て替えが発生する

と催促が著しく金利も高い、できれば、機

関保証は利用したくないという声が出てい

るそうであります。 

次に移ります。 

連帯保証人を必要としている理由を答弁

でもいただきましたが、今回のこの通知

は、連帯保証人を不要としても対応がとれ

るように明確に対応策が提示されていまし

た。 

それで、答弁と通知を照らし合わせて連

帯保証人の有無について考えてみますと、

答弁は、入居者の債務保証のほか、家族や

知人との緊急時の連絡先確保など、孤立

化、孤独化を防ぎ、入居者が安心して住み

続けるための一面を担っていると言われて

おります。 

通知には、保証人が家賃債務の保証のみ

ならず、実質的に緊急時の連絡先としての

役割も果たしていることに鑑みて、わかっ

てますよということです。 

ということで、答弁とはここまで同じで

す。 

次は、それにかわるものなのでありま

す。 

入居時において緊急時に連絡がとれるよ

うに、勤務先、親戚や知人の住所と緊急時

の連絡先を提出させることが望ましい。 

この提出はということで、提出させるこ

とが連帯保証人と同じで役目を果たします

よというように受けとめられます。 

また、答弁では、孤立化、孤独化を危惧

されていますが、その対応としては、美幌

町は旭公住などのように、独居の方を訪問

する生活訪問支援員が在住してます。 

また、本町は緊急情報システムを導入さ

れて安心につながっています。その他、愛

のふれあい訪問、ヤクルトを配付してます

けれど、それも継続されていて、まだ利用

者がいるのではと周知を考えているようで

あります。 

そういう点からも、行政として手が行き

届いている部分もあるのではと私は思って

おります。 

それでも、孤立化、孤独化に危惧されて

いるのであれば、行政内部で連携した対策

が必要と考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 建築主幹。 

○建築主幹（西 俊男君） ただいまの質

問ですけれども、緊急時の連絡先というこ

とでお話がありましたけれども、当然、緊

急時のそういった対応をしてもらう方なの

ですけれども、実際にいろいろな場面があ

りまして、御本人の病気等の関係もありま

すけれども、連帯保証としてみますと、家

賃債務のほかに、入居から明け渡しまでと

いうことで、例えば、明け渡しする際に、

亡くなられた方の場合なのですけれども、

御子息等の相続人が対象者はおられるので

すけれども、連帯保証にはなっていないと

いう、そんなケースで、住宅の明け渡しに

関して、相続自体を受けるかどうかを躊躇

しているということで、明け渡しに関し

て、スムーズに進まなかった事案等も実際

に起きております。 

そういった部分に対応するために、単な

る連絡先ということでは実際の場面では対

応できない、やはり、連帯保証という現状

と変わらない、そういった役割は担っても

らわなければ、運用の中では対応できない

かなと考えております。 

ただ、今回の民法改正等に対応すべく、

今後検討していく中では、さまざまな部分

を考慮しながら、検討は進めていかなけれ

ばならないと、そういったことは認識はし

ております。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） 今、お話の中

で病気ということも言われてましたけど、

それもこの文書に載っていました。 

滞納者が、所得が著しく低額または病気
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等により著しく多額の支出を要するなどに

より、やむを得ず家賃を支払えない状況に

あるものに対しては、家賃の減免や徴収猶

予等の負担軽減措置を講じるなど、入居者

の事情に配慮した適切な対応を行っていた

だくようお願いしますということが載って

おりました。 

ということは、このような制度があると

いうことも入居者は認識していないかもし

れないので、行政がそれを指導して、教え

てあげて、対応してあげてほしいと言われ

ているのではないかと私は考えました。 

また、家賃の滞納の対策についても説明

されておりました。 

公営住宅の家賃は、入居者の収入等の状

況を踏まえ、政策的視点から低廉に設定さ

れていること、入居者に対し公営住宅の趣

旨、目的及び家賃制度等について周知、啓

発に努める、家賃の滞納があった場合に

は、法令等の規定に従い所要の措置を講ず

ることがある旨をあらかじめ理解していた

だくとともに、実際に家賃の滞納が生じた

場合には、滞納額が累積しておよそ支払い

が困難となる前に、入居者に対する家賃支

払いの督促等の措置を早期に講じるととも

に、民生部局等とも連携して収入等の状況

や入居者の個々の事情を十分に把握し、入

居者の置かれている状況に応じて、個別、

具体的に家賃の納付指導や臨戸訪問を行う

など、適正に家賃の徴収を行っていくこと

も重要であると述べられております。 

○議長（大原 昇君） 中嶋議員、時間で

あります。 

これで、１２番中嶋すみ江さんの一般質

問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は、１４時２５分といたします。 

午後 ２時１５分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ２時２５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

９番坂田美栄子さん。 

○９番（坂田美栄子君） 〔登壇〕 私

は、２項目について質問をいたします。 

まず一つ目として、ふるさと祭りについ

てです。 

出店数の増加対策についてお伺いいたし

ます。 

美幌ふるさと祭りは、町民参加による手

づくりの出店、青少年の健全育成及び町民

の安全を促進する目的で始まり、２７年間

継続できていることはすばらしい取り組み

であると感じています。 

過去にも一般質問をしましたが、ふるさ

と祭りの出店数が年々減少してきており、

ことしも出店数を確保するために御苦労が

あったと思います。 

祭りを盛り上げ、町民の皆さんに楽しん

でもらえる祭りとするためには、新たな発

想による出店数の増加策も必要と考えます

が、今後の取り組みについて考え方をお示

しください。 

二つ目、緊急時の対応についてというこ

とですが、お祭りの最終日は晴天に恵まれ

ましたが、胆振東部地震により道内全域が

停電となり、祭りは中止となりました。 

このこと自体は、幸いにも直接的な被害

がなかった本町としてもやむを得なかった

ものと理解してはいますが、出店した方々

にとっては影響が大きかったと思います。 

停電により固定電話が不通の中、状況が

わからず開店準備を進めていた出店者もい

らっしゃいました。中止の判断をするまで

にはさまざまな議論があったと思います

が、もっと迅速な対応が必要ではなかった

かと考えるところです。 

町長は日頃から、災害に限らず、いつ起

こるかわからない不測の事態に対応するた

めには、平時における体制づくりが大切だ

とおっしゃっていましたが、今回のことを

踏まえ、ふるさと祭り等イベントのときの

緊急時の対応についての考え方をお示しい



 

－ 35 － 

ただきたい。 

二つ目、教育行政の中の学習支援につい

てです。 

過去にも一般質問をしましたが、平成２

７年に施行された生活困窮者自立支援法に

基づいて、子供たちが健やかに育成される

ための環境整備がされています。 

美幌町の取り組みとして、訪問型学習支

援、公共施設を利用しての学習支援が行わ

れていますが、現況と今後の取り組みにつ

いての考え方をお示しください。 

以上、２点よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 坂田議

員の質問にお答えを申し上げたいと思いま

す。 

２の教育行政については、後ほど教育委

員会から答弁をさせていただきます。 

まず初めに、美幌ふるさと祭りについて

でありますが、１点目の出店数の増加対策

についてでありますが、美幌ふるさと祭り

は、美幌町手作り出店実行委員会の主催の

もと、多くの関係機関や団体の皆様の御支

援、御協力により、ことしで２７回目の開

催となりました。 

ことしの出店数は３５店で、昨年と同様

の出店数となっており、業種では、食品関

係が２３店、その他が４店、両方が、要す

るに食品関係とその他をあわせた両方が８

点となっております。 

出店数は、出店従事者の高齢化や平日開

催の関係などから多少の増減が見られます

が、減少傾向となっております。 

出店数の減少への対策はもとより、子供

たちが安心して楽しめる場の充実や食品関

係の出店が多くなっている現状も含め、実

行委員会においても検討されているところ

でありますが、町としても積極的に支援、

協力をしていきたいと考えておりますの

で、御理解をお願いをいたしたいと思いま

す。 

２点目の緊急時の対応についてですが、

９月６日の対応状況は、午前３時７分に発

生した胆振東部地震により全道的に停電と

なり、本町においても信号機がとまったた

め、臨時休校とした各小中高校生や来場者

に危険が伴うこと、食品保管において冷蔵

庫が使用できず衛生上問題があることによ

り、実行委員長と事務局で協議した結果、

１２時までに停電が復旧すれば、１４時か

ら開店、１２時までに復旧しなければ中止

とすることを決定し、６時過ぎより事務局

から各出店者の緊急連絡先へ電話連絡がさ

れております。 

その後、１２時までに停電が復旧する見

込みがなくなったため、再度、実行委員長

と事務局で協議し、１０時１７分過ぎに中

止を決定し、１０時３０分ころには、お祭

り会場において、出店に対する問い合わせ

があった出店者への対応をして、１２時か

ら各出店代表者を招集し、中止の説明がさ

れております。 

中止の決定や各出店者への連絡方法な

ど、実行委員会では今後検証されると思い

ますが、災害時においては、実行委員会と

町との間で連携を密にして対応を図ってい

く必要があると考えております。 

また、ふるさと祭りに限らず、他のイベ

ントにおいても各実行委員会と協議し、災

害時に迅速な対応ができるような体制づく

りを進めていきたいと考えております。 

以上、答弁をさせていただきました。 

よろしくお願いをいたしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（平野浩司君） 〔登壇〕 坂田

議員の御質問に答弁いたします。 

学習支援についてですが、学習支援事業

については、平成２７年４月に施行された

生活困窮者自立支援法に基づき、実施主体

である北海道が生活困窮世帯等学習支援事

業に取り組む中、昨年度はオホーツク管内

において４０名が利用し、うち、本町では

７名の利用実績となっております。 
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御質問の学習支援の現状と今後の取り組

みについての考え方でありますが、現在５

名の児童生徒が利用しております。内訳と

して、訪問型支援は４名、通信型支援が１

名であり、そのほか拠点型支援及び集中学

習については利用がない状況であります。 

今後の取り組みにつきましては、就学援

助決定の際に、事業内容を説明したリーフ

レットを同封することで、引き続き対象児

童生徒への周知活動に取り組むほか、生活

相談時においても対象世帯となる家庭に対

し、利用促進を図ってまいりたいと考えて

おります。 

教育委員会といたしましても、本事業の

実施にあわせて、学校として必要な取り組

みがあれば対応してまいりたいと考えてお

ります。 

また、平常時は授業時間終了後、午後２

時から４時までの２時間について、希望す

る児童に対して放課後学習サポートを実施

しており、さらに、長期休業中は地域の大

学生ボランティアの支援を受けて学習サポ

ートを実施しているところであります。 

今後においても、引き続き学習支援に取

り組んでまいりますので、よろしくお願い

いたします。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） それでは、再度

質問させていただきますが、ふるさと祭り

についてから質問させていただきます。 

美幌町のふるさと祭りは、答弁にもあり

ますように、安心して楽しめるお祭りの一

つとして、ふるさと祭りが２７回も続いて

いる町は多くはないと認識しているところ

です。 

だからこそ、今後も、このふるさと祭り

が続いていってほしいという思いを込め

て、今回も質問をさせていただきました。 

その中で、なかなか思いが伝わっていな

いのではないかと感じているところです。 

答弁のとおり、今回の出店は３５店と減

少してきておりますけれど、出店者、出店

数は、出店従事者の高齢化や、平日開催の

関係も否めませんが、出店料、それから、

出店する名簿の提出、そういう条件がかな

り厳しくなってきていることも原因の一つ

ではないかと考えるところです。３日間の

出店をクリアするためには、人員を確保す

ることも難しくなってきている状況にある

ということは御理解いただきたいと思いま

す。 

食品関係の出店が多くなっているという

のは、皆さんに食べることも含めて楽しん

でいただけることと、皆さんが利用してい

ただけるということが大きな原因かなとい

うふうに思いますが、食品関係は赤字とは

ならないのではないかと感じているところ

です。 

この出店をすることによって、例えば、

会の活動資金として、また、ボランティア

活動として、それから、町のお祭りを盛り

上げるために皆さん頑張って取り組んでい

ることと感じています。 

また、利益が発生しないお店も、子供達

のためにということで頑張って出店してお

りますが、出店料を一律に納めて出店して

いただいていることについては、どのよう

に考えておられるのでしょうか。 

実行委員会としても、検討されているこ

ととは思いますが、これは町の一大イベン

ト、一大お祭りですので、当然、町も深く

かかわって検討していくべき内容ではない

かと考えておりますが、この点について考

え方があれば、お示しいただきたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今御質問があ

りました出店数は、ことしで３５店と昨年

と同じ出店数でございます。１番多いとき

で６０店を超えるような時期もありました

ので、出店数については相当減少してきて
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いるということは、実行委員会としても、

また事務局としても、十分認識をしている

ところでございます。 

坂田議員のほうからも、数回この出店者

の増加対策についてということで御質問を

受けて、実行委員会でも検討させていただ

いているところでございますけれども、も

ともとのふるさと祭りの開催趣旨、暴力団

を排除して、子供たちに安全なお祭りを楽

しんでいただきたいというのが大きな趣旨

でございますので、この趣旨を大きく曲げ

るわけにはいかないだろうというふうには

考えてございます。 

ただ一方で、先ほどございましたとお

り、出店の中身として飲食店が多いとか、

子供たちの遊ぶ場が少ないという声は、実

行委員会のほうにも届いてございますの

で、そういった問題をどう解決できるかと

いうことについては検討してございますけ

れども、なかなかこれといってというもの

はないということです。ただ、幅広い分野

の中で、出店者を考えていかなければいけ

ないだろうというふうには考えてございま

す。 

その中に、坂田議員おっしゃるとおり、

採算を度外視して出店をされているところ

もございますし、子供たちに楽しんでいた

だきたいという趣旨の中で、それを主とし

て出店をされているところもございます。 

そういったところを含めて、一律にこう

いう趣旨だから出店料をこの程度でという

わけにもいかないというところもございま

すので、そういった取り扱いについてどう

するかということについては、今後、課題

として検討していかなければいけないだろ

うというふうに思っています。 

ただ、もう一つ、出店のしやすい環境を

つくっていくということも重要だろうとい

うふうに考えてございます。出店者の声も

聞きながら、また、ふるさと祭りの趣旨も

考えながら、どの程度、どういった形でこ

の対応を図れるかというのは実行委員会の

中で十分協議をさせていただきたいという

ふうに考えているところでございます。 

１０万人を超える多くの来場者があるお

祭りでございますので、出店だけでなく、

そういったところでチャレンジをしてみた

いとか、多くの人の目に触れていただきた

いものがあると、そういったものも含め

て、あそこに出店をいただくというような

形の手法をとっていく中で、多くの来場者

が来ているメリットを最大限生かせるよう

な出店の内容についても検討を図っていき

たいというふうに考えているところでござ

います。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） 今答弁いただい

た内容については、十分理解しているとこ

ろでございます。 

ただ、子供たちのためにいろいろ考えな

がら出店している人たちというのは、本当

に採算を度外視しながら、頑張って取り組

んでいるところがたくさんあると思いま

す。 

負担金についても、やはり一律というこ

とには問題があるのではないかというふう

に考えます。 

昔、３日間で５，０００円の出店料のと

きは、いろんな人たちが自分たちもやって

みたい、こんなお店を出してみたいという

思いで出した人たちがたくさんいたと思う

のです。ただ、３日間丸々ボランティアで

利益が上がらない出店となると、やはり考

えざるを得ない状況になってきたのではな

いかというふうに思っていますので、そう

いう事からすると、出店料に関しても、も

う少し負担を軽減するとか、子供たちを中

心とした出店にするためには、もう少し考

え方を変えてもいいのではないかというふ

うに思います。 

１番心配するのは、今回は３５店ありま

したけれど、申し込みの段階、２日前の段

階では２０店舗しかないという話を伺って
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ましたので、そうなってくるとだんだんお

店の状況をどんなふうに考えていったらい

いのかというのは、本当に考えてきていた

だけたのかなというふうな心配もありまし

た。 

続けていくためには、いろんな条件を軽

減していく必要があると思いますが、これ

から、どのような内容を盛り込んでいくこ

とを重点にしていくのか、そこら辺のこと

を、今から出店者の人たち、それから、お

店に来る人たちの意見も、アンケートな

り、いろんなところで調査をした中で進め

てもらえれば、もう少し違った手法ができ

るのではないかというふうに思いますが、

考え方があればお聞かせいただきたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） ２７回を数えると

いうことで、約３分の１世紀がやや近くな

ってきたという思いでありますけれども、

私も、議員と同じように、このお祭りはや

はり、続いていかなければいけないと思い

ますし、将来にわたって守っていかなけれ

ばいけないお祭りだとそのように思ってお

ります。 

もちろん、全くボランティアでやってお

られて、採算を度外視してという出店もあ

るようでありますけれども、食品でいうと

１店舗１万９,２００円です。これが高いか

どうかという話になりますと、多い時で１

３万人、あるいは１１万人さらには、こと

しは１日少なかったですから、約７万２,０

００人ということで、それなりの消費はあ

ると思うのです。 

約２億円使っていただくというようなこ

とで、そのうち、食品について１万９,２０

０円が高いかどうかというのは、それぞれ

の判断はあると思いますけれども、いずれ

にしましても、こういった皆さん、坂田議

員がおっしゃられたことを、我々としては

実行委員会にお伝えして、実行委員会とし

てどうするかという判断もあると思います

んので、私が今お話しすることは、即実行

委員会の意見ということでありませんの

で、そういったことをしっかり私たちは、

実行委員会の中でお伝えしていくという義

務があると思いますので、それについては

しっかりとこれからお話をさせていただき

たいと、そんなふうに思っているところで

ございます。 

よろしかったでしょうか。 

以上です。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） 美幌に落ちるお

金、お店全体で落ちるお金というのは確か

にあるとは思うのですが、ただ、３日間皆

さんボランティアなのです。 

その中で、例えば、今回明細を見せてい

ただきましたけど、有料ごみ幾らと、私た

ち出店者は、自分たちでごみを片づけてい

るのにゴミ代金を取られたり、そういうと

ころでもう少し軽減できるものがあるので

はないか、そこら辺のことも含めて検討し

ていく必要があるのではないかというふう

に思います。 

確かに、食料品関係は幾分かの赤字にな

らないで済む状況にはあると思います。自

分で経験していますので、それは十分理解

いたします。 

ただ、そうでないところについては、や

はり、一律に有料ごみの料金を取ったり、

それから、まだほかに負担金で軽減できる

ものがあると思いますので、実行委員会だ

けにお任せするのではなくて、やはり町と

してもっと深くかかわっていただきたいと

いうのは、現実に町がやっているのと同様

なことなわけですよね。 

だから、そこら辺のことをもう少し検討

していける課題はたくさんあると思います

ので、そのことについては、これからも、

しっかり取り組んでいただきたいと思って

おりますので、そのことについて、もし考

え方があればお聞かせいただきたいです。 
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○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 実行委員会をつく

ってやってますけども、事務局として行政

が持っているというのは今の状況だと思い

ます。 

実行委員会を立ち上げてこういったお祭

りをやるというのは、美幌ではほかにもあ

るわけでありまして、例えば、和牛まつり

なんかもそうですし、その中で、どこまで

私どもが入っていけるかという問題もある

と思いますけれども、これが、行政全部で

やれということなると、なかなか難しい問

題が出てくると思います。行政的な考え方

が全面に出るとなかなか難しいところがあ

ると思います。 

そういった意味で、もちろん、事務局と

して発言はしっかりしていると思います。

私が感じるのは、事務局としてしっかりと

状況判断は間違っていないというような判

断をして、発言をしていると思います。 

今回の３日目の中止に当たっても、委員

長と実行委員会の事務局と話をして、今回

やめたということでありますけれども、こ

れについても、私は正しい判断であったと

そんなふうに思っておりますし、もちろ

ん、いろんな発言をしていかないといけな

いと思いますが、その都度、私どもにも報

告して、指示することはして、町としてこ

ういう考え方でいったらどうだという話を

させていただいておりますので、そういっ

た意味で、町の意は実行委員会の中で通じ

ているとそのように思っております。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） 今、町長から答

弁いただいたように、実行委員会方式とい

うのは間違っていないと思っていますし、

そういう方法でやるしかないということも

理解はしています。 

ただ、課題についてはたくさんあります

ので、その課題を実行委員会だけにお任せ

するのではなくて、町も深くかかわってい

ただきたいという思いで今回発言させてい

ただいておりますので、しっかりもう一

度、相談をしながら、次回に向けていい方

法をとれるように準備を進めていただきた

いと、そんな思いであります。 

次に、緊急時対応について質問をさせて

いただきます。 

さきに答弁いただきましたけれども、私

としては、全く理解できる内容になってい

ないとそう思っています。 

どういうことかと申しますと、６時過ぎ

に事務局から各出店者の緊急連絡先に電話

で連絡しているとのことですけれど、停電

で電話は全く通じておりません。どのよう

に連絡したのかと不思議に思うところであ

ります。 

出店者は、具体的な状況もわからないま

ま、出店の準備をしているところもありま

した。それから、会場の中では、フェイス

ブックの情報によると、日にちも時間も間

違った情報だということを言いながらも、

中止になるだろうというのが朝８時、９時

ごろの出店する人たちの会話がありまし

た。ただ、どうしていいかわからないとい

うことで、不満が募っていたのは事実で

す。 

Ｊアラートの情報であれば、現段階では

回復の見通しが立たないということだった

と思います。であれば、もっと早い段階

で、出店者に情報を提供すべきだったので

はありませんか。 

１１時半ころに、担当の方から１２時に

集まってくださいとの連絡がありましたけ

れども、それまでは何の連絡もなく、出店

者はいらいらして判断を待たされたという

状況にあります。 

今回は災害ですからと言えばそれまでで

すけれども、出店者の方々は、３日間の材

料を準備しているわけですから、その処理

の仕方も判断せざるを得ないところにあり

ました。そのような出店者の苦労も含め

て、しっかり対応できたのかというところ
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に疑問が残ります。 

今回は幸いにも、停電で済みましたが、

停電と言いながらも全町の停電でありま

す。このような事態は初めての出来事でも

ありますが、このような場合は、実行委員

会だけにお任せするのではなく、町も即対

応すべきではなかったかと思います。 

どのような災害にも対応できる準備を重

ねてきたものと思っておりましたが、とて

も残念なことと感じています。 

今回の災害をこのままに終わらせること

ではなくて、どのような災害でも迅速な対

応をできるようにということで、先ほど答

弁がありましたけれど、今後の取り組みと

して、考え方があればお示しいただきたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今の坂田議員

から御質問のありました、朝６時から出店

者の方に停電のことを含めて御連絡を申し

上げて、停電の中でどういう伝達手段だっ

たのかということでございますけれども、

ほとんど携帯電話にて連絡を差し上げたと

ころでございます。 

担当のほうからは、出店者の方には全て

連絡がついていますということで報告を受

けていますので、恐らく、出店者の方には

何かしらの形で、携帯電話が中心だと思い

ますけれども、連絡は差し上げたのだろう

というふうに考えているところでございま

す。 

それから、３日間の食材を用意をしてい

るということで、私どもも重々承知をして

いるところでございます。それで、３日間

何とか、３日目は時間が遅くなっても開店

をしたいという思いから、１２時までに電

気が復旧すれば２時の開店ということで当

初進めていたところでございます。 

その中で、苫東厚真発電所が破損したと

いうことで、復旧の可能性が極めて時間が

かかるということがわかりまして１０時１

７分過ぎに中止を決定したというところで

ございます。 

これらについて、実行委員会として、３

日目も極力開店をということで努力をした

結果、こういう形になったことを御理解を

いただきたいというふうに思っているとこ

ろでございます。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） 今答弁いただき

ました、携帯で皆さんのところに連絡がつ

いたという状況のようなのですが、ただ、

会場で準備している人たちはそういう状況

も知らないで、どうなるのだというところ

では、非常に心配しながら様子を見ていた

状況は、ほとんどの方がそうだったと思い

ます。 

代表の人たちのところだけに連絡をとっ

て、きちんとそれが行き渡っていたかとい

うところに、私は少し疑問が残るかという

ふうには思っています。ただ、そこを追求

するだけではなくて、やはり、連絡体制と

いうのがもう少ししっかりすべきだったの

ではないかというふうに感じているところ

です。 

今回はふるさと祭りでしたけれど、美幌

のお祭りは冬まつりもありますし、観光和

牛祭りもありますし、そういうときの災害

というのはないとは言えない。今までは全

くありませんでしたから心配はなかったの

ですが、今回のふるさと祭りが初めてで、

これだけの人たちがどういうふうな状況に

なるかという不安を抱えたのは間違いな

く、皆さんの心情だったのかなというふう

に思います。 

それと、材料についても、早い段階で処

分できるものは処分したいという思いがあ

って、連絡が来るのを待っていたというの

が本音のところだったと思うのです。 

皆さんは、やり場のない気持ちで後片付

けもなかなか進まない状況だったのかなと

いうふうに、私たち当事者としては、そん

な思いで見ていました。 
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今回のようなときには、実行委員会だけ

にお任せするのではなくて、町もかかわっ

ていただければ、もっと早い段階でいろん

な対応がとれたのではないかというふうに

思っておりますので、そこら辺のことで、

もし考え方があればお聞かせいただきたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 前回も言いました

けども、このお祭りをやはり続けていかな

ければいけないという思いで、今こういう

論議をされているのだろうと、私はそう思

っていますので、私も、この一般質問がき

たときに担当に聞いたのですけども、実行

委員会からそれぞれの責任者には通じてい

るのですねと、中止という話は通じている

のですねという話は、確認させてもらいま

した。 

実行委員会として、携帯電話か何かを通

じて、あるいは現場にいた代表者にはお話

をしているということを私もその時確認い

たしました。 

あらかじめ、出店にあたって注意事項な

り、いろいろ書いていると思うのですけど

も、その中にこういう一文もあります。 

本年も北海道電力より節電が呼びかけら

れておりますが、万一停電になった場合、

安全な祭りの運営が厳しくなることから、

中止となる場合もございますので御了解を

してくださいということを、あらかじめの

説明会の中で、そういう話をさせていただ

いているということでありますので、代表

者の方もこういう内容をしっかりと読んで

いただいて、その上で、今回の状況ですか

ら、今回の全道的な停電の中で、冒頭に答

弁させていただいたように、来る方の安全

確保であるとか、そういうことも含めて中

止せざるを得なかったというところだと思

います。 

今後においても、何があるかわかりませ

んので、この災害をきっかけとして、あら

ゆる災害を想定しながら、今後対応してい

きたいと、そのように思っております。 

対応するというのは、私どもが考えられ

ることをしっかりと実行委員会の中で話さ

せていただきたいということであります。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） せっかく答弁い

ただいたのですが、連絡体制という意味

で、１２時に停止するという連絡は確かに

受けました。でも、その前に、停電が解消

できないということがあらかじめわかった

段階で、皆さんに情報を流してやることが

１番大事だったのではないかというふうに

思います。 

このことがきっかけで、出店したくない

というところも出てくるのではないかとい

う私の心配な思いで、今回は質問させてい

ただいているのです。なので、きちんとし

た対応、それから連絡体制、もう少しわか

りやすく検討していくべきではないかと思

います。 

それと、先ほど停電になった場合という

話がありましたけど、今までかつてそうい

う説明を受けたことはありませんので、も

う少しその辺のことも徹底して説明する段

階で進めていくべきではないかと思いま

す。 

１番心配しているのは、来年から出店者

が少なくなるのではないか、お祭りがどう

なるかということの心配があって、私は質

問させていただいたということで、これか

らもふるさと祭りのあり方、それから連絡

体制のあり方、そういうことについてはき

ちんと対応していただきたい。 

その思いで今回質問させていただいてお

りますので、町長におかれましては、実行

委員会と町ときちんと連携をとりながら進

めていただきたい。 

強い思いで臨みましたので、今後、よろ

しくお願いしたいと思います。よろしくお

願いというのはよくないことかもしれませ

んが、きちんと対応できるようにしていた
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だきたいという思いでございます。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） １回目の答弁させ

ていただきましたように、ふるさと祭りに

限らず、他のイベントにおいても各実行委

員会と協議し、災害時に迅速な対応ができ

るような体制づくりを進めていきたいと、

１回目答弁させていただいてるこの気持ち

に変わりはありませんので、今後、中止だ

とか、延期だとか、そういうものが通じる

のか含めて、我々も検討して実行委員会の

中に持ち込んでいきたいと、そのように思

っております。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） この質問に対し

ては、今後しっかりとした取り組みをして

いただくということで終わらせていただき

ます。 

次に、学習支援について質問させていた

だきます。 

学習支援については、前回と同じ答弁を

いただいております。内容については理解

しているところです。 

子供たちを取り巻く環境によって、その

後の人生に大きな影響を及ぼすことがわか

ってきました。その結果、貧困状態の子供

の学力は、１０歳を境に経済的に困窮して

ない子供たちとの差が拡大するために、早

期支援の必要があることもわかってきまし

た。 

美幌町では、困窮している家庭というの

はないのかもしれませんが、要保護、準要

保護の支援を受けざるを得ない状況もふえ

ている状況もありますので、ただリーフレ

ットを配布するだけでなくて、また、希望

する児童だけを対象にするのではなくて、

子供の将来を考えて、きめ細かな対応が必

要と考えますが、考え方があればお聞かせ

いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（平野浩司君） 子供たちに対す

る支援については、今、坂田議員がおっし

ゃったとおりであります。 

考え方につきましては、前回質問いただ

いたことで、生活困窮者に対してという部

分に関しては、基本的には当時の考え方と

変わっておりません。ただ、状況として、

考えなければいけないというのは、本当に

それだけでいいのかということは、今言わ

れたとおりだというふうに思っておりま

す。 

生活困窮に関しては、国の支援を受けて

道事業でやっていると、では、本当に地域

として何ができるのかということを、やは

り考えていかなければいけないのかなとい

うふうに思っています。 

今回こういう質問もあって、いろいろ考

えておりました。学習支援は、本来どう進

んでいくべきかというような記事で、愛知

県高浜市で、一般社団法人で学習支援をや

られている代表理事の方が言っておられ

て、坂田議員がおっしゃったように、本当

に人生に大きく影響するということの中

で、やはり言うなら、その貧困な家庭に生

まれる切実な問題解決をきっかけとして、

ただ学習支援をすればいいだけではないと

いうような話の中で、これから自立してい

くことを地域として考えていかなくてはい

けない。 

そういった中でいけば、何でも行政がや

れることではないのだけれども、今回、例

えば、一つのいい動きが出てきたというの

は、食事のことであれば、美幌こども食堂

とか、そういうもので、自分たちで地域で

何ができるかということで動き出してきた

ことに対して、私どもはしっかり受けとめ

た中で、そういう支援をきちんとしていく

ことが大事なのかなというふうにはこのご

ろ考えている状況ではあります。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） 町としては、い

ろんな状況で、多分、取り組んでいると理
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解はしています。 

ただ、生活困窮となると、親は働くのに

一生懸命で、子供のところまで目が行き届

かないというのが現実としてあるというふ

うに思うのです。そういうときに、やは

り、気がついた大人たち、私たちも含めて

そうなのですが、直接かかわっていただい

ている先生方もそうですし、そういうとこ

ろで、この子たちの学力は本当にこれでい

いのかというところで、気がついていただ

きたいという思いがあるのです。 

それによって、子供たちというのは勉強

は余りしたくないというのが本音だろうと

思うのです。遊びたいのが本音だと思うの

で、親からも、それから大人たちから何も

言われなければ、勉強はしないで遊んでい

たいというのが、通常の子供かなというふ

うに思っているのです。 

今言ったように、生活困窮とは言いませ

んが、生活が精いっぱいな親たちは、子供

のところに実際に目が行き届かない、子供

の学力がどうなっているのかも気がつかな

い状況ではないかと思うのです。 

ただ、それをほっておくと、どんどん差

が開いていくというのは現実として出てき

ている状況にはあるのです。 

それで、いろんな統計を取ったところ、

特に１０歳を境に学力差が拡大していくと

いう意味では、ちょうどそのころの年齢だ

と、まだ、こういう生活習慣を含めて対応

していけば、通常に、順調に進んでいるの

かなという思いがあるものですから、それ

には、地域の人達を含めて、皆さんで協力

していかなければならないのですが、気が

ついた人がそういうことに取り組んでい

く、それから声をかけていくということが

必要になってくるのかなというふうに思っ

ているので、そういうところを教育委員会

が全て担ってほしいという思いはありませ

んが、でも、声をかけてもらえる状況をつ

くってくれるのが教育委員会ではないかな

という思いがありまして、今回あえて、何

度も同じ学習支援について質問させていた

だいております。 

美幌の状況では、まだ利用していない子

供たちもたくさんいるだろうと思うので

す。そういう子供たちが、私が見てもわか

りませんので、やはり専門的な人の目でそ

れを確認した上で、子供にそれとなく声を

かけてもらって、学習できる環境をつくっ

ていただきたいというのが本音のところで

す。 

そういう思いがありまして、何回も同じ

ような学習支援というところで質問させて

いただいております。 

民間の人たち、地域の人たちがそういう

ふうに取り組んでくれる人がたくさんいる

といいのですが、なかなかそういうところ

に気がついてもらえないのも現実としてあ

るというふうに思いますので、できれば、

そういうところに従事していて、退職され

た人たちの活用をしていただいて、それ

で、集団的に学習支援をやったり、今は訪

問でやられているようですが、空いている

施設、公共施設でもあいているところがあ

るだろうと思いますので、そういうところ

を中心にして集まりやすい場所、そういう

ところで１人でも２人でもふやしていく方

法をとっていただきたいそんな思いで今回

質問しておりますので、もし考え方があれ

ばお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（平野浩司君） 道の事業を担っ

ております、ワークフェアというＮＰＯ法

人でありますけども、答弁の中に、やはり

訪問と通信の利用は多いというか、本当は

この団体も非常に苦慮しているのは、先ほ

ど言ったように、学習支援をするだけでは

なくて、やはりその子たちを集めていろん

なプログラムをやりたい、パンフレットを

見ますと、例えば、食事をつくったり、交

流の場を置いたりして、残念ながら、こう

いう拠点型とか、集中型に参加されてない

という部分においては、この辺は今の御指
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摘のとおり、知らせる努力はしていく必要

があるというふうに私は思っております。 

それは、生活困窮だけではなく、本当に

全ての子供たちにそういう機会をしっかり

とつくる必要もありますし、私どもででき

ることは、ＰＲも含めてしっかりしていく

必要があるというふうに、再度認識したと

ころでありますので、よろしくお願いした

いというふうに思います。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） 困窮であろうが

なかろうが、子供の学習というのはやはり

必要なことですので、しっかりとした取り

組みが必要かと思っています。 

今回、見せていただきましたけど、この

中にも、報告書という意味でしっかり書か

れておりましたので、このことについては

期待をしたいと思っています。 

あと、ここに書かれていない、一生懸命

生活している人たちのために、そういう子

供たちに目を向けることも１番大事なこと

かなと思っていますので、美幌に来れば、

そういう子供たちも一緒にいろんなことが

できて、勉強もできて、そして生活もでき

るというそういう環境づくりを、これから

取り組んでいく必要があるというふうに思

っていますので、私は、今後の取り組みに

期待をしたいと思っておりますので、これ

で質問は終わらせていただきます。 

○議長（大原 昇君） これで、９番坂田

美栄子さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は１５時２５分といたします。 

午後 ３時１７分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ３時２５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） 〔登壇〕 それで

は、私は、観光振興対策２項目について質

問をいたしたいと思います。 

１点目は、ホテル誘致の取り組みについ

てでございます。 

２０１３年に訪日外国人旅行者は１,００

０万人を超えて、２０１７年には２,８６９

万人と大幅に増加をしております。 

政府は２０２０年の目標を４,０００万人

に定め、積極的に取り組んでいます。 

２０１７年政府観光局の資料によると、

トップの中国は１５.４％増の７３５万６,

０００人、次いで韓国が４０.３％増の７１

４万人、次いで台湾が９.５％増の４５６万

４,１００人、次に米国１３７万５,０００

人となっています。 

美幌町は、通過型観光の解消が大きな課

題となっていますが、町内の宿泊施設が極

めて少なく、観光客やビジネス客のほとん

どが隣接する北見市や網走市のホテルに宿

泊しているのが現状です。 

町として、これまでのホテル誘致にどの

ような取り組みをしてきたのかお尋ねいた

します。 

２点目は、ＬＣＣ就航誘致活動について

であります。 

平成２８年の女満別空港の乗降客数は、

８２万４,７１５人で、北海道では、第３位

の旭川空港１０５万９,１２０人に次いで第

４位となっています。 

道内空港で国際線の定期運行は、新千歳

空港、函館、旭川の３空港のみでありま

す。 

一方、低価格運賃で運行サービスを行う

ＬＣＣの就航誘致の取り組みの成否が今後

のホテル誘致に大きく関連すると考えま

す。 

平成３０年８月から釧路空港と関西国際

空港のＬＣＣ就航が実現しています。女満

別空港の乗降客数から見ても、ＬＣＣ就航

による乗降客の増加は大いに期待でき、現

在の誘致活動の取り組み状況と、実現する

ための課題についてお尋ねいたします。 
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以上でございます。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 上杉議

員の質問にお答えを申し上げたいと、その

ように思います。 

初めに、観光振興対策について、ホテル

誘致の取り組みについてでありますが、２

０１６年３月に政府より、明日の日本を支

える観光ビジョンが取りまとめられ、訪日

外国人旅行者数を２０２０年までに現在の

２倍以上の４,０００万人にする大きな目標

が掲げられました。 

２０１７年の訪日外国人旅行者数は、前

年比１９.３％増の２,８６９万人で、日本

政府観光局、ＪＮＴＯが統計を取り始めた

１９６４年以降最多となり、２０２０年に

は東京オリンピックを控え、４,０００万人

突破に現実味が帯びてきている状況であり

ます。 

このような状況の中、北海道としても、

訪日外国人来道者の宿泊延べ数は前年比１

９.２％増の７５７万人となり、オホーツク

管内でも１０.２％増の１３万人となりまし

たが、美幌町では前年度６６人から１６５

人と倍以上増加したものの、宿泊者数とし

ては少ないのが現状で、議員御指摘のとお

り、町内の宿泊施設が極めて少ないことが

最大の課題であると認識しているところで

あります。 

ホテル誘致について、どのような取り組

みをしてきたかについてでありますが、宿

泊施設の誘致につきましては、滞在型観光

の推進を図るためには必要不可欠なもの

で、本町にとって重要な課題であると認識

しているところであり、第６期美幌町総合

計画の施策に掲げられ、美幌町観光革新戦

略ビジョンにおいても、宿泊施設が少ない

ことが課題として、滞留型及び滞在型観光

の推進の基本方針のもと、宿泊施設の誘致

を目標に掲げているところであります。 

このような中、平成２９年４月２６日に

は、町、観光物産協会、商工会議所、Ｊ

Ａ、森林組合、金融機関を構成員とする美

幌町観光まちづくり協議会が設立され、今

後、美幌町観光振興革新ビジョンに掲げた

事項を一体となって取り組むことが確認さ

れたところであります。 

実際の誘致についての直接的な取り組み

としては、いまだ実行に移っているものは

ないのが現状ですが、宿泊施設ではないも

のの、滞在型観光の推進策として、まちづ

くり協議会では、キャンピングカーのため

の滞在施設であるキャンピングパークのプ

ログラムを今後検討することとされたほ

か、本年６月に美幌シェアリングエコノミ

ー検討委員会を商工会議所で立ち上げ、本

町としても参画した中で、空き家を民泊に

活用できるかを調査検討することとしてい

ます。 

その他、観光物産協会の事業では、マー

ケティング事業に取り組んでおり、本年

度、峠の湯びほろにおいて、近年注目され

ている豪華で快適な新しいキャンプスタイ

ルであるグランピングのモニター事業を実

施しているところであります。 

今後とも滞在型観光の推進のため、あら

ゆる可能性を調査検討しながら、商工会議

所を初めとした関係団体と連携を図りなが

ら、誘致に向けて努力してまいりたいと考

えております。 

次に、観光振興対策についてでありま

す。 

ＬＣＣ就航誘致活動についてであります

が、女満別空港利用拡大の取り組みとし

て、空港周辺の自治体、議会及び経済団

体、その他で構成する女満別空港整備・利

用促進協議会に当町も参加しており、この

組織が中心となり連携した取り組みを行っ

ていますが、女満別空港のさらなる利用拡

大には、ＬＣＣの就航による国内外の新た

な需要の創出が重要視されているところで

あります。 

御質問の女満別空港におけるＬＣＣ就航

のための誘致に向けた取り組みについてで
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ありますが、昨年から道東地域へ就航が検

討されていたピーチ・アビエーションと昨

年１０月には協議会の幹事とピーチ役員と

の打ち合わせを行ったほか、１１月には協

議会役員がピーチ本社に出向き、誘致活動

を行ったところであります。 

残念ながら、今回は釧路空港が選定され

たところでありますが、ピーチとしては、

今後状況によっては、道東に複数路線の開

設も考えているということであり、課題と

して、その実現にはキーワードとなってい

る東北海道周辺一体を面として捉え、周遊

ルートの創設や魅力ある体験プログラムの

充実を図り、オホーツク地域に誘客を図っ

ていく必要があると考えております。 

また、ピーチとしては、市町村間の連携

を重要視していることから、協議会として

も、今後、釧路地域と連携したプロモーシ

ョンや広告などの情報発信を積極的に行う

こととしています。 

２０２０年度には、道内７空港の民営化

が予定されており、着陸料の値下げによる

路線網の充実が期待されております。 

これらを踏まえながら、今後ともＬＣＣ

就航の実現に向けて、協議会の中で誘致活

動を推進してまいりたいと考えておりま

す。 

以上、答弁をさせていただきました。 

よろしくお願いをいたしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） それでは、１項目

めのホテル誘致の取り組みについて再質問

をさせていただきたいと思います。 

じゃらんのリサーチセンターが調査し

た、外国人が日本観光に求めているものと

いうことで、温泉が７３.５％、心を癒すリ

フレッシュが５５.８％、自然景観を楽しむ

というのが４５.３％、郷土料理を食べると

いうのが３８.５％となっています。 

また、政府の官公庁が似たような調査を

しておりまして、この中では、パーセント

は出ておりませんが、日本食を食べる、シ

ョッピング、自然景勝地を見る、繁華街の

まち歩き、温泉入浴の順というふうになっ

ております。 

二つの調査結果から見て、私は、このオ

ホーツク、道東にはこれらの要望を満たす

観光資源がたくさんあるのではないかなと

思っています。強いて言えば、繁華街のま

ち歩きというと、大きな都市がそうたくさ

んありませんのでここは抜きにしても、他

の項目については、外国人のお客様の要望

を満たすものがあるのではないかと思いま

す。 

美幌町の観光革新戦略ビジョンを、この

質問に当たって目を通させていただきまし

たが、滞留型及び滞在型並びに体験型観光

の推進ということが出ておりまして、その

中では、体験型観光メニュー化及び受け入

れ体制づくりの推進というのをこのビジョ

ンの中では、最重要戦略の一つとして位置

づけられています。 

既に町は、会議所とか含めていろんな機

関と連携をとりながら、峠の雲海だとか、

星空観察、また、ことしはヨガを健康と癒

やしの体験会ということで大々的に有名な

先生らしいですけども、お呼びしてやって

おります。 

先ほど答弁の中にあった、グラマラス

な、いわゆる魅力的なキャンピングの造語

であるグランピングというのを、峠の湯で

もモニター事業で実施するという意欲的な

取り組みについては、私も評価をしている

ところでございます。 

グランピングをいろいろ調べてみました

けれども、まだ日本では歴史が浅く、自然

を感じながら、どこまでの質を求めていく

のかということで、インターネットで見て

も、かなりハードに相当グレードの高いも

のをかけて整備したところから、そうでは

なくて、食とか体験に重視をしたような取

り組みということで、どの程度の質を求め
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ていくかというのは、これから、慎重な検

討が必要ではないかと思います。 

美幌を含めた地元やオホーツクには、恵

まれた食材ということで、肉であるとか、

魚介類、野菜などこういったものを提供し

たバーベキュー、グランピングでは、グラ

マラスのＧをとってＧＢＱというのだそう

です。豪華な食材を提供するバーベキュー

ということなのですけど、こういったもの

にさらに、体験メニューということで、美

幌だけではなくて周辺の魅力ある観光資源

を案内などするということで、自分の町だ

けということではなくて、オホーツクとい

うエリアを活用して展開することによっ

て、私は可能性が大いにあるのではないか

なと思います。 

そこで、これ以外に、美幌の魅力の再発

見ということで、可能性だとか検討してい

るものが何かございますでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） このほかでは、

今、修学旅行生の農業体験とかそういうこ

ともやっております。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 私もその取り組み

をしていることを知っております。 

こういう、いわゆる観光振興対策とあま

りかかわりがないというふうに思っていた

のですけれども、全国のいろんな外国人の

行動をみていますと、体験型の中には、お

祭りであったり、世界的に有名になったカ

ラオケだとか、和太鼓だとか、折り紙、書

道だとか、茶道とか、あるいは生け花、美

幌で言えば、外国人の留学生の人たちが来

たときに、町内のいろんなボランティア団

体の皆さんに、ホームステイして体験して

いただいている日本のどこにでもあるよう

な伝統行事の体験が、実は外国人に興味が

あって人気があるというふうに書いてあり

ましたけども、こういったことなども、美

幌町で外国人の方を受け入れたりするとき

の一つのヒントになると思いますが、その

辺についてどのように考えていらっしゃい

ますか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） インバウンドと言

いますか、外国から来られる方にとって、

私どもの町で１番利用されているのは、実

はキャンプ場だと思います。 

キャンプ場は、台湾の方が非常に多く来

ておられるということで、あそこを拠点に

この周辺をいろいろ回って歩くということ

が、一部でＳＮＳを中心に、随分個人で公

開しているというようなことも聞いており

ますので、そうした効果が、徐々にあらわ

れてきているという思いをしております。 

あと、先ほど言った、高校生の修学旅行

については、国内の学校ということで、イ

ンバウンドとは違います。 

そんなこともやっております。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 私もフェイスブッ

クで、グランピングの取り組みを峠の湯で

やっているということは、実際に那須主幹

か誰かに紹介されていたのを拝見いたしま

した。 

それで、なぜ峠の湯なのかというのがわ

からないのですけど、私は、逆に言えば、

今町長のおっしゃったように、みどりの村

のキャンプ場をもう少しいろんな形で手を

加えた中で、このグランピングに活用をす

ることも一つのヒントなのかなということ

で、要は、来られた観光客の方が、どれだ

け満足度の高い楽しみをそこで提供できる

かということで、単に豪華なバーベキュー

だけやるのではなくて、やはり、美幌町や

周辺でいろんな体験をして楽しめると、そ

ういうプログラムをどれだけ用意していく

のかということが１番重要かと思います。 

今は、峠の湯で実証の事業をやっており

ますので、その評価は評価で、今後明らか

になったら、美幌町内でも、私はみどりの
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村のキャンプ場というのは非常に緑豊かで

景観のいいところですから、そういったと

ころでも可能性を探ってみてはどうかと思

いますが、今後に向けてグランピングの事

業について、場所などについてはどのよう

な考え方をお持ちでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） ただいまのお

尋ねでございますが、場所につきまして、

今は峠の湯でやっておりますけども、議員

おっしゃるように、みどりの村等その他い

ろいろな場所を試していきたいというふう

に考えております。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 観光革新戦略ビジ

ョンに掲げる、宿泊施設の誘致の取り組み

というのは、確かに、この中に書き込まれ

て検討するというふうにはなっているので

すけれども、今、町が既に取り組んでい

る、いわゆる体験型メニューの開発と比べ

ると、私は少し取り組みが現実的に弱いの

でないかというふうに考えておりますが、

この辺は、町長、率直にどのような感想を

お持ちでしょうか。 

宿泊施設の誘致と比べて、体験型メニュ

ーのほうが非常に積極的にいろんなことを

やっていますが、宿泊施設の取り組みが弱

いのではないかと私の印象ですけども、町

長はどのように考えていらっしゃいます

か。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 表面的には、やは

り、弱いのではないかという思いは、私も

しております。 

グランピングだとか、あるいは、先ほど

言いました、みどりの村のキャンプ場のバ

ンガローですか、あれを利用したものより

は少し弱いのでありますけれども、ただ、

これもなかなか微妙なところがありまし

て、私もいろんなところに行って、いろん

なＰＲをしてきているのですけども、まだ

実現に至ってないというようなことで、例

えば、峠の湯の前の指定管理者を受けたと

ころは、ドーミーインというホテルをやっ

ているということで、そこまで行った記憶

がありますけれども、これも進展していな

いというようなことでありますので、やは

り話せることと話せないことがあったりし

て、まだまだ弱いのかなという思いをして

おります。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） ここに書かれてい

るのを見ると検討ということですけども、

これを実現するのはかなりハードルが高い

ということで、重々わかった中で質問して

おりますけれども、ホテルとは違うのです

が、一つ参考になるのかなということで、

実は、小清水町にアウトドアのグローバル

企業であるモンベルというのを誘致に成功

いたしました。 

これは、どういうことで成功したか、イ

ンターネットを見ると書かれておりますの

でわかると思うのですが、挑戦したのは役

場の職員なのです。 

あそこは御存じのように、涛沸湖で野鳥

観察をしているということで、日本野鳥の

会のオホーツク支部というのが小清水町に

あるのだそうです。私もそれは聞いたこと

がありますけれども、そこの会員の方が、

モンベルの社員の方と知り合ったというこ

とを役場の職員が耳にして、直接何とかモ

ンベルに掛け合えないかということで、町

長に話して、町長がモンベルの社長に会っ

て、モンベルの誘致を要請したのがきっか

けだというふうに聞いています。 

前段話したようなホテルの誘致というの

とモンベルは内容が違うとは思うのですけ

れども、前も一般質問させていただきまし

たけども、美幌町の出身の方とか、町とご

縁をいただいた方の中に、もしかするとホ

テル誘致に結びつくような人脈が隠れてい
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るのではないかなというふうに、私は日ご

ろ思っています。 

以前、そういう質問をしましたが、町は

これまで、これらのホテル誘致に対して、

今申し上げたような人材の方などにチャレ

ンジしてみようとしたような、そういう取

り組みだとかそんなことはありましたでし

ょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） そういう取り組み

をしたことはあります。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 今、なぜ小清水町

の例を出したかというと、ちょっとしたヒ

ントからある職員が意欲的に動いたこと

が、町長の耳に入って、そして町長が具体

的に行動して、そして、実現するというよ

うなこともありますので、これは東川町に

行ったときも、松岡町長がモンベルのこと

について語っておりましたけれども、そう

いった面では、ぜひ、美幌町出身者でなく

ても、いろんな御縁をいただいた方の中

に、そういう分野に非常にネットワークを

持っている方も探せばいるのではないかと

いう淡い期待をしておりますので、ぜひ今

後とも、そういったことは継続してやって

ほしいと思いますが、町長の決意をお聞か

せください。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 私もいろんな方と

お会いして、これはと思う人も中にはいた

のですけれども、なかなか難しいといいま

すか、美幌にホテル誘致まで至っていない

という現実であります。 

そんな中で、やはり決意といいますか、

私なりにこの町にとって、今ホテルはあり

ますけれども、バンケット機能がなくても

いいので、ビジネスホテルでもいいと思う

のです。今、旅行者の方も、ほとんど夜は

外食したり、あるいはコンビニで買ってき

たりとか、そのようなことでバンケット機

能はなくてもいいのだろうと思いますけれ

ども、そういったものも含めて、誘致をし

ていかなければいけないという思いを持っ

ておりますけれども、片方で、ホテル誘致

に動くとなかなか難しい問題もいろいろあ

るようでありますので、例えば、民業圧迫

するのでないかとか、町が動くとなかなか

難しいのではないかというようなことも言

われかねませんので、その辺は会議所が前

面になるかどうかは別として、会議所と連

携をとりながらやっていかなければいけな

いという思いをしているところでございま

す。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 町長から、町が動

くと民業圧迫とかということで、私も行政

にいたときにそういう経験をしております

けれども、美幌町はこれから人口減少にな

って、どんどん厳しい状況が続いていく中

で、こういうビジョンに基づいて、できる

だけ宿泊型が１番望ましいですけれども、

滞留型で美幌町に多くの人に来ていただく

という意味では、申しわけないですけど、

既存の宿泊施設ではなかなか現状美幌にお

泊まりいただけないという状況があります

ので、そこは町長が美幌町のトップとし

て、英断をもって確固たる信念で、そうい

った取り組みをしていただきたいなと、私

は期待をしております。 

一例紹介いたしますけれども、茨城県の

坂東市というところは、ＪＲの駅がないと

ころのようですが、特定目的会社を設立し

て、都市再生整備事業で２０１６年１２月

にビジネスホテルのグリーンコア坂東とい

う７階建てで１２０室の誘致を実現いたし

ました。 

これらの取り組みは、駅がないとか、そ

ういうことがあるにしても、関東圏なので

いろんな立地は違うと思うのですけれど

も、結構大変な中で誘致の実現をしており

ます。 
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建設用地を１０年間無償で提供すると、

これも私有地ではなくて、市が用地を購入

して提供するという取り組みを議会と協議

しながらしたり、固定資産税と下水道使用

料を１０年間免除するという優遇措置など

をして、実現にこぎつけた例もあります。 

本当に参考になるのかどうかわかりませ

んけれども、いずれにしても、今、町長が

いろんな難しさはあると言ったのですけど

も、今後も情熱を持って、粘り強くホテル

誘致の取り組みを期待したいと思います

が、再度、町長のホテル誘致に対する強い

決意をお聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 行政が動くと、ど

うしても相手方も期待感を持って、いろん

な要望があると思います。 

例えば、補助金をどうしてほしいだと

か、あるいは課税に対する優遇措置をして

ほしいだとか、いろいろあると思いますけ

れども、いずれにしましても、町が滞在型

になりきっていないということは、あるい

は滞留型になっていないというようなこと

は、大きな観光資源を持ちながら宿泊客が

少ないと、どちらかというと網走市、北見

市、あるいは斜里町が多いというようなこ

とで、残念ながらこれだけの美幌峠を含め

ていろんな資源がある中で、まことに残念

な結果でありますけれども、いずれにしま

しても、私はそういった中で、やはり宿泊

施設が充実したものは必要だというような

思いを持っておりますので、これから、会

議所、観光物産協会、あるいは、観光まち

づくり協議会、こういったものを通じなが

ら、今度は裏方に一方ではまわるかもしれ

ませんけれども、補助金の支給だとか、課

税免除であるとか、下水道使用料の免除だ

とか、そんなことも含めながら、あと、ふ

るさと融資もありますので、そういったも

のもひっくるめてどうできるかということ

については決意を持ってしっかりと取り組

んでいきたいと、そのように思っておりま

す。 

――――――――――――――――――― 

◎会議時間延長の議決 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

もはや４時近くになりましたが、あらか

じめ会議時間の延長をいたしたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

――――――――――――――――――― 

◎会議時間延長の宣告 

○議長（大原 昇君） したがって、あら

かじめ会議時間の延長をすることに決定し

ました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 一般質問 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 今、町長のほうか

ら、商工会議所とか、観光物産協会をはじ

め、関連のところと十分に連携をとりなが

ら強い思いで取り組んでいくということに

ついて、ぜひ今後とも、粘り強く取り組ん

でほしいなと思います。 

ただ頭だけ下げてお願いして、簡単に来

てくれるような企業はないと思いますの

で、やはり、誘致に当たってはそれなりに

町の財政的な支援とか、あるいは税の免除

とかそのなようなことも一つの判断材料に

なってくるのではないかと思いますので、

そういった部分の取り組みを積極的にして

いただくことを期待して、この質問を終わ

りたいと思います。 

次に、ＬＣＣの就航について再質問させ

ていただきます。 

１回目で質問しましたように、私は、格

安で運行できるＬＣＣというのは、もしこ

れが実現すれば観光客はふえて、ホテル誘

致にも影響を与えるというふうに確信して

おります。 

ただ、ＬＣＣの運行が多い西日本圏域、
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九州、四国、中国、近畿圏、ここは非常に

中国、韓国、台湾に近い立地がありますの

で、ここと東北海道を比べると、非常に距

離的にハンデはあるのだと思います。 

しかしながら、答弁にもありましたよう

に、ことしの８月に釧路空港にピーチ・ア

ビエーションが飛行機を就航させました。 

今後の状況によって、道東の複数路線の

開設を考えているという答弁がありました

が、町長も見ていらっしゃると思いますけ

れども、道東観光、オホーツクが遠いとい

うことで北海道新聞の方に、このＬＣＣの

就航に合わせて何が課題なのかということ

について書かれています。 

新聞によると、ピーチの井上慎一さんと

いう最高経営責任者いわゆるＣＥＯは、道

東の複数運行に関西線を就航する可能性に

ついては大いにあり得るというふうに道新

の取材に答えておりますので、ピーチ自体

は東北海道を観光エリアとして、非常に魅

力的な地域であるという受けとめはしてく

れていると思うのです。 

平成２７年６月にオホーツク地域も含め

た東北海道が、国の広域観光周遊ルートに

初めて認定をされております。 

課題として、この東北海道周辺一帯を面

とした周遊ルートの創設だとか、魅力ある

体験プログラムの充実を図るということな

のですけども、具体的に、町長にお尋ねし

たいのは、女満別空港は協議会があってい

ろいろやっているのですが、この東北海道

のこれらの課題をしっかり議論したりする

ような組織というのが、現実にあるのかど

うか。 

今後、どのように取り組まれるのか、そ

の辺の状況についてお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） ただいまのお

尋ねでございますが、議員お手元に持って

いらっしゃいます新聞にも載っております

けれども、旧ひがし北海道観光事業開発協

議会、こちら釧路に所在しておりますが、

これの後継団体といたしまして、一般社団

法人ひがし北海道自然美への道ＤＭＯとい

うのがございます。また、このほかに阿寒

広域の観光推進協議会、これらもございま

す。 

こういった中で、事務レベルの中でも、

どういった方向性があるか等々今後協議し

ていく形になっていくと認識しておりま

す。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 私の理解が薄かっ

たというか、このひがし北海道自然美への

道ＤＭＯというのが、この道東エリアの広

域観光を協議する組織だということです

ね。 

ここに例えば、昨年、ことしでもいいの

ですが、誰が美幌町を代表して出席して、

どのような課題や、これらの東北海道の魅

力あるプランをつくるためにどのような議

論がなされているのか、紹介いただければ

と思います。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） こちらの協議

会でございますが、こちらの協議会には直

接は町は入ってない状況であります。間接

的に、例えば、女満別空港充実整備期成会

等の団体を通じて、意見反映等を行ってい

る状況であります。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） この新聞による

と、北見商工会議所の永田会頭が、オホー

ツクには十勝の帯広市や道南の函館といっ

た絶対的存在がなく、自治体や観光協会が

自分たちさえよければいいという広域連携

の視点が薄いということで、この中でも、

実は道新の視点から見ると、非常に東北海

道エリアは広くて、移動に相当時間がかか

るので、もう少しエリア間でしっかり連携



 

－ 52 － 

したりする、そういったことの必要性につ

いて、大学の先生も含めて書かれているの

ですが、美幌町が直接行政が入っていない

としたら、ここに町として、経済部長のお

話にあったように期成会とか、そういった

ところを含めて、どのような意見を、誰が

持ち寄って、そういった会議で反映して、

連携しようとしているのか、その辺の状況

がわかればお知らせいただきたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） 例えば、ピー

チに限ってのお話でありますけども、１回

目の答弁でも申し上げましたけれども、ピ

ーチと打ち合わせをしたとか、そういった

中で、ピーチからの支援策というのがあり

ます。 

具体的に、広告を出してほしい等々あり

ますけども、こういったものの受け皿とい

たしまして、こちらの女満別空港整備・利

用促進協議会、あるいは、オール東北海道

としましては、このＤＭＯ、こういったも

のが受け皿になっております。 

町は、直接は女満別空港整備・利用促進

協議会、こちらの会議等を通じてこれは事

務レベルもそうですし、首長レベルでもそ

うです。そういった中で意見を反映して、

意見を出しながら、全体の中に盛り込んで

いただいている状況であります。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） この中で、せっか

く国が東北海道をそういうエリアというこ

とで、初めて認定していただいたというこ

とで、道東、東北海道が、地域がそれぞれ

頑張るというのではなくて、それぞれの良

さを連携しながら、観光客に満足してもら

うという取り組みが大事だと思うのです

が、そこで、１番ネックになっているの

は、何だというふうにお考えですか。 

そういう中で、課題として最もネックに

なっているのではないかということについ

て、どのようにお考えでしょう。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） ネックになってい

るのは、やはり連携だと思います。地域間

連携をどうするかというところが、そこま

で行き着いていないというのが原因だと思

います。 

ＬＣＣのピーチ・アビエーションであり

ますけれども、ここは、道東全体を一つの

観光圏、東北海道として捉えて集客を図る

という考え方のようでありますけれども、

ここに新聞報道にありますように、オホー

ツク管内では、ピーチの利用客を管外に導

くバスなどの二次交通の整備はほとんど手

つかずの状態だというようなことを書かれ

ています。 

まさに、このとおりだと思います。 

２次交通を含めて、それぞれの持ってい

る地域資源はすばらしいのですけども、お

互いそれを磨き合っている段階で、横の連

携がなかなかできないというのが問題では

ないかなと、私はそのように思っていま

す。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 町長が言うに、私

もこれを読んでみて、いろんな課題という

のはあると思うのですけれども、二次交通

を整備する支援というのが、東北海道エリ

アは広いので、この中でも釧路空港から女

満別まで１００キロと離れていて大変だと

いうことが書かれていて、本州のほうのい

ろんな取り組みを見ると、例えば、簡単に

はできないと思いますが、二次交通の整備

にデマンド型のバスを空港から運行するだ

とか、あるいは格安のレンタカー、行政が

支援しているのかどうかはわからないので

すけど、１日１，０００円のレンタカーを

用意して、空港から釧路にいってください

とか、そのような観光客の利便性を高める

ような取り組みをして、成功しているとこ
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ろもありますので、ぜひ、町長のお話のよ

うに、せっかくピーチ自体も状況によって

は、東北海道のほかの空港と関西を結ぶ路

線について、さらに飛ばしてもいいという

ＣＥＯの発言なんかも道新の取材で述べて

おりますので、ぜひ、ＤＭＯは、釧路にあ

るようですけれども、ここは行政も積極的

にかかわって、できれば、二次交通網の整

備をどうやってしていくのかとか、阿寒

は、これを見るとお客さんを空港から運ん

だりというようなことは阿寒独自にやって

いて、向こうは向こうのエリアで釧路圏で

すから、それはそれで努力しているのです

けども、やはり離れている女満別、帯広、

釧路、こういった３拠点の連携をどうして

いくかということが、今後のＬＣＣ運行

に、私は大きなインパクトを与えていくこ

とだろうと思いますので、ぜひ、首長とし

て、いろんな機会があれば、この辺の取り

組みについて情報交換なり、そういったこ

とができるような取り組みをすべきではな

いかと思いますがいかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 私は、そんな考え

方で今までもやってきましたし、今後もそ

ういう考え方で、しっかりとやっていこう

という思いでございます。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） このＤＭＯのほう

には、行政が直接かかわっていないという

か、会議に入っていないということですけ

ど、会議所とか、あるいは観光物産協会と

か民間レベルでは恐らくかかわりが、この

新聞によるとあると思いますので、ぜひ、

町長の答弁にあったように、それぞれの地

域を線で結んでいって、来た方が十分楽し

んでいただける、北海道の中でもこちらの

東北海道エリアというのは、私は潜在的な

魅力のある観光周遊ルートになり得ると思

っておりますので、今後とも、オホーツク

管内で、ぜひ、一つの考え方をまとめて、

釧路圏や帯広圏の方を含めて、しっかりと

連携をとっていただくことを期待して、私

の質問を終わりたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 今、私も決意ほど

でありませんでしたけども、そういった考

え方でこの事業については、進めていきた

いとそのように思っておりますので、どう

かよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） これで、４番上杉

晃央さんの一般質問を終わります。 

以上で、本日の一般質問を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎散会宣告 

○議長（大原 昇君） 以上で、本日の日

程は全部終了しました。 

本日はこれで散会します。 

御苦労さまでした。 

 

午後 ４時１４分 散会   
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